
備 考

医学部医学科の今回の12
名の入学定員の増員は、
令和7年度のみ臨時定員
増である。また、医学部
医学科の令和6年度にお
ける収容定員は724人で

ある。

同上

  年   月
第 年 次

平成25年
4月

－ 729
(724)

学士(医学)

学士(看護
学)

医学関係

年次
人

人

保健衛生学関係
（看護学関係）

別記様式第２号（その１の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

基 本 計 画

事 項 記 入 欄

フ リ ガ ナ トウキョウイカダイガク
大 学 の 名 称 東京医科大学（Tokyo Medical University）

大 学 本 部 の 位 置 東京都新宿区新宿6丁目1番1号

計 画 の 区 分 大学の収容定員に係る学則変更

フ リ ガ ナ ガッコウホウジン トウキョウイカダイガク
設 置 者 学校法人東京医科大学

大 学 の 目 的
教育基本法及び学校教育法に基づき、建学の精神である自主自学と校是である正義・友愛・
奉仕に則り、医学及び看護学の理論と応用を教授研究することを目的とする。

新 設 学 部 等 の 目 的
地域の医師確保等に関する計画及び都道府県計画等に沿い、茨城県地域枠（臨時枠）5名、
埼玉県地域枠(臨時枠）2名、新潟県地域枠（臨時枠）3名、群馬県地域枠（臨時枠）2名を設
定するため。

新
設
学
部
等
の
概
要

新 設 学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

 看護学科
(School of Nursing)

学位 学位の分野
開設時期及
び開設年次

所在地

 医学部
(Faculty of Medicine)

 医学科
(School of Medicine) 6 125

(123)

年 人

教育
課程

新設学部等の名称
開設する授業科目の総数

卒業要件単位数
講義 演習

4 80 － 320

計   205
 (203)

－ 1,049
(1,044)

実験・実習 計

― ― 科目 ― 科目 ― 科目 ― 科目

同一設置者内における変更
状 況
（ 定 員 の 移 行 ，
名 称 の 変 更 等 ）

○当該申請等以外の申請等を行う場合
大学院看護学研究科　　（6）（令和6年8月認可）
医学研究科 （68）（令和6年8月届出）

― 単位

学部等の名称
基幹教員

助手
基幹教員以外の
教 員
（助手を除く）教授 准教授 講師 助教 計

新

設

分

医学科
78 54 42 20

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
78 54

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

78 54 42 20

（―） （―）

計（ａ～ｄ）
78 54 42 20

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

194 0 611

(78) (54) (42) (20) (194) (0) (611)

194 大学設置基準別表第一イに定める基
幹教員数の四分の三の数　105人

(78) (54) (42) (20) (194)

― ― ― ―

42 20 194

(78) (54) (42) (20) (194)

―

（―） （―） （―）

（―）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―）

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―）

（―） （―）

194
(78) (54) (42) (20) (194)

看護学科
9 5 8 5 27 0 4
(9) (5) (8) (5) (27) (0) (4)

大学設置基準別表第一イに定める基
幹教員数の四分の三の数　10人

(9) (5) (8) (5) (27)

―

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

9 5 8 5

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

― ― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

27

(27)
ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―）

小計（ａ～ｂ）
9 5 8 5 27

(9) (5) (8) (5)

（―） （―）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

計（ａ～ｄ）
9 5 8 5 27
(9) (5) (8) (5) (27)

計
87 59 50 25 221 0 615
(87) (59) (50) (25) (221) (0) (615)

令和7年
4月第1年

次
東京都新宿区
新宿6-1-1

1



(8,004〔2,674〕) （6,144〔4,704〕） （52）

8,118〔  248  〕 7,943〔2,857〕 8,024〔6,431〕

52

387
（387）
2,839
(2,839)

3,930

（52）

(274,793〔101,343〕) （6,447〔 137 〕）

― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―） （―）

― ― ― ―

（―）

ａ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，主要授業科目を担当するもの

― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

（―）

ｄ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し，か
　　つ専ら当該大学の複数の学部等で教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａ，ｂ又はcに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―）

該当なし

ｂ．基幹教員のうち，専ら当該学部等の教育研究に従事
　　する者であって，年間８単位以上の授業科目を担当
　　するもの（ａに該当する者を除く）

小計（ａ～ｂ）
― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

― ― ― ―

― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

―

ｃ．基幹教員のうち，専ら当該大学の教育研究に従事す
　　る者であって，年間８単位以上の授業科目を担当す
　　るもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―）

（―） （―）

計（ａ～ｄ）
― ― ― ― ―

（―） （―） （―） （―） （―）

合 計
87 59 50 25 221

既

設

分

0 615
(87) (59) (50) (25) (221) (0) (615)

職 種 専　　属 その他 計

事 務 職 員
350 737

図 書 館 職 員
10 3 13

（10） （3） （13）

（350） （737）

技 術 職 員
177 3,016

（177） （3,016）

指 導 補 助 者
0 0 0

（0） （0） （0）

そ の 他 の 職 員
61 103 164

（61） （103） （164）

共用する他の
学校等の専用

計

─　㎡ ─　㎡ 77,922　㎡

（77,922㎡）

計
3,297 633

（3,297） （633） （3,930）

─　㎡ 235,653　㎡

校

地

等

区 分 専　　用 共　　用
共用する他の
学校等の専用

計

188,348　㎡

冊 〔うち外国書〕 種 〔うち外国書〕 点 点

77,922　㎡

合 計 235,653　㎡ ─　㎡

八王子医療センター
一部借地
借地面積：12,094㎡
借用期間：30年

校 舎 敷 地 47,305　㎡ ─　㎡ ─　㎡ 47,305　㎡

そ の 他 188,348　㎡ ─　㎡ ─　㎡

校 舎

専　　用 共　　用

図
書
・
設
備

新設学部等の名称

大学全体

標本

〔うち外国書〕

（　―　㎡） （　―　㎡） （77,922㎡）

図書 学術雑誌 機械・器具

274,451〔97,286〕

教 室 ・ 教 員 研 究 室 教 室 58　室 教 員 研 究 室 395　室

52

電子図書 〔うち外国書〕 電子ジャーナル

(274,793〔101,343〕) （6,447〔 137 〕） (8,004〔2,674〕) （6,144〔4,704〕）
計

274,451〔97,286〕 8,118〔  248  〕 7,943〔2,857〕　 8,024〔6,431〕

スポーツ施設等
スポーツ施設 講堂 厚生補導施設

大学全体
0　㎡ 1,494,44　㎡ 3091,65　㎡

21,878

（ 21,878 ）

21,878

（ 21,878 ）
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昭和27
年

平成25
年

平成25
年

昭和32
年

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

946千円 946千円 946千円 946千円 946千円

28,000千円

213,741千円 213,741千円 213,741千円 213,741千円

収容
定員

4,989千円

6
4
2
4

医学部
　医学科
　看護学科
大学院医学研究科(修
士)
大学院医学研究科(博
士)

123
80
10
68

－
－
－
－

1044
724
320
20
272

学士(医学)
学士(看護学)
修士(医科学)
博士(医学)

1.04
1.09
1.15
0.78

図書費には電子
ジャーナル・データ
ベースの整備費を含

む。

4,897千円

946千円

4,989千円

経費
の見
積り
及び
維持
方法
の概
要

経費
の見
積り

区　分 開設前年度 第１年次 第２年次

図 書 購 入 費 213,741千円 213,741千円 213,741千円

共同研究費等 28,000千円 28,000千円

学生１人当り
納付金

第１年次 第２年次

設 備 購 入 費 277,744千円 277,744千円 277,744千円

28,000千円

教員１人当り研究費等

28,000千円 28,000千円

学生納付金以外の維持方法の概要 私立大学等経常費補助金，雑収入　等

収 容 定 員
充 足 率

開設
年度

　東京医科大学

学 部 等 の 名 称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

学位又
は称号

277,744千円 277,744千円 277,744千円 277,744千円

第３年次 第４年次 第５年次 第６年次

所　在　地

4,989千円 4,989千円4,989千円

東京都新宿区
新宿6丁目1番1号

　ポーツ施設等」及び「経費の見積もり及び維持方法の概要」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

６　「教育課程」の欄の「実験・実習」には，実技も含むこと。

既
設
大
学
等
の
状
況

大 学 等 の 名 称

年 人 年次
人

人

７　空欄には，「－」又は「該当なし」と記入すること。

２　「新設分」及び「既設分」の備考の「大学設置基準別表第一イ」については、専門職大学にあっては「専門職大学設置基準別表第一イ」、短期大学

　にあっては「短期大学設置基準別表第一イ」，専門職短期大学にあっては「専門職短期大学設置基準別表第一イ」にそれぞれ読み替えて作成すること。

３「既設分」については，共同学科等に係る数を除いたものとすること。

４　私立の大学の学部又は短期大学の学科の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「教室・教員研究室」，「図書・

　設備」及び「スポーツ施設等」の欄に記入せず，斜線を引くこと。

５　大学等の廃止の認可の申請又は届出を行おうとする場合は，「教育課程」，「校地等」，「校舎」，「教室・教員研究室」，「図書・設備」，「ス

倍

附属施設の概要

（注）

１　共同学科の認可の申請及び届出の場合，「計画の区分」，「新設学部等の目的」，「新設学部等の概要」，「教育課程」及び「新設分」の欄に記入

　せず，斜線を引くこと。

名　　称　東京医科大学病院
目　　的　診療及び臨床実習
所 在 地　東京都新宿区西新宿6-7-1
設置年月　昭和6年5月

規 模 等　土地　21,936m
2

建物　98,099m
2

病床数　904床

名　　称　東京医科大学茨城医療センター
目　　的　診療及び臨床実習
所 在 地　茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1
設置年月　昭和24年9月

規 模 等　土地　95,579m
2

建物　62,038m
2

病床数　501床

名　　称　東京医科大学八王子医療セン
ター
目　　的　診療及び臨床実習
所 在 地　東京都八王子市館町1163
設置年月　昭和55年4月

規 模 等　土地　95,249m
2

建物　51,450m
2

病床数　610床

名　　称　東京医科大学医学総合研究所
目　　的　医学研究
所 在 地　東京都新宿区新宿6-1-1
設置年月　平成22年1月

規 模 等　土地　15,833m
2

建物　 1,169m
2

3



令和6年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

令和7年度
入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

東京医科大学 東京医科大学

　医学部 203 ― 1,044 　医学部 205 ― 1,049

　　医学科 123 ― 724 　　医学科 125 ― 729

　　看護学科 80 ― 320 　　看護学科 80 ― 320

計 203 1,044 計 205 1,049 定員の変更（＋5）

東京医科大学大学院 東京医科大学大学院

　医学研究科 医学研究科

医科学専攻（M） 10 0 20 医科学専攻（M） 10 0 20

形態系専攻（D） 10 0 40 医学専攻（D） 68 0 272

機能系専攻（D） 10 0 40

社会医学系専攻（D） 4 0 16

内科系専攻（D） 10 0 40

外科系専攻（D） 10 0 40

社会人・臨床研究系専攻（D） 20 0 80

社会人・研究系専攻（D） 4 0 16

看護学研究科 研究科設置

看護学専攻（M） 6 0 12 （認可）

計 78 292 計 84 304

学校法人東京医科大学　設置認可等に関わる組織の移行表

4



都道府県内における位置関係の図面 
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東京医科大学 (新宿御苑前から 0.5km) 

住所  〒160-0034 東京都新宿区新宿６-1-１ 

TEL 03-3351-6141（代表） 

JR、小田急線、京王線：「新宿駅」 徒歩約 20 分 
西武新宿線：「西武新宿駅」 徒歩約 20 分 
東京メトロ丸ノ内線：「新宿御苑前駅」  徒歩約 7 分 
都営新宿線：「新宿三丁目駅」 徒歩約 10 分 
東京メトロ副都心線：「新宿三丁目駅」 徒歩約 15 分 
都営大江戸線：「東新宿駅」 徒歩約 10 分 

6



東京医科大学病院 (西新宿駅から 0.1km) 

住所  〒160-0023 東京都新宿区西新宿６-７-１ 

TEL 03-3342-6111（代表） 
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東京医科大学茨城医療センター (荒川沖駅から 6.7km) 

〒300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20-1 

ＴＥＬ  029-887-1161（代）  

土浦駅 

関東鉄道バス約 15 分 

阿見中央公民館行 

東京医大前 下車徒歩１分 

荒川沖駅 

関東鉄道バス約 15 分 

県立医療大学行（1 時間間隔） 

東京医大前 下車徒歩 1 分 
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東京医科大学八王子医療センター (高尾駅から 2km) 

住所  〒193-0998 東京都八王子市館町 1163 番地  電話  042-665-5611（代表）  

9
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○東京医科大学学則

平成24年２月17日制定 

改正 

平成25年12月18日 

平成26年１月15日 

平成26年８月６日東医大発第626号 

平成27年３月18日 

平成28年３月８日東医大発第95号 

平成28年３月28日東医大発第137号 

平成28年８月26日東医大発第429号 

平成29年３月16日東医大発第118号 

平成29年４月４日東医大発第179号 

平成30年１月６日東医大発第２号 

平成30年４月11日東医大発第181号 

平成30年10月11日東医大発第480号 

令和元年６月10日東医大発第309号 

令和元年11月19日東医大発第508号 

令和２年３月３日東医大発第621号 

令和２年５月27日東医大発第33号 

令和２年10月５日東医大発第190号 

令和３年４月１日 

令和３年８月24日 

令和４年２月15日 

令和４年９月６日 

令和４年９月13日 

令和５年３月14日 

令和５年９月５日 

令和６年９月10日 

東京医科大学学則 

目次 

第１章 総則 

第１条 目的及び使命 

第２条 自己点検・評価等 

第３条 情報の公開 

第４条 教育内容等の改善のための組織的な研修等 

第５条 社会的・職業的自立に関する指導等 

第２章 組織 

第６条 学部 

第６条の２ 分野及び領域 

第７条 大学院 

第８条 図書館 

第９条 附属施設 

第10条 事務局 

第３章 職員組織 

第11条 職員 

第12条 職員組織 

第４章 教授会及び教授会代表者会議 

第13条 教授会 

第14条 教授会代表者会議 
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第15条 委員会 

第５章 学年、学期及び休業日 

第16条 学年 

第17条 学期 

第18条 休業日 

第６章 修業年限及び在学年限 

第19条 修業年限 

第20条 在学年限 

第７章 入学 

第21条 入学の時期 

第22条 入学の資格 

第23条 入学の出願 

第24条 入学者の選考 

第25条 入学手続及び入学許可 

第８章 教育課程、単位及び履修方法等 

第26条 教育課程 

第27条 授業科目の名称及び単位数並びに卒業に必要な単位数 

第28条 授業の方法 

第29条 単位の計算方法 

第30条 単位の認定、科目の修得及び評価 

第31条 成績の評価 

第32条 授業日数 

第33条 履修方法 

第34条 医学科の学年の進級 

第35条 看護学科の学年の進級 

第36条 他の大学又は短期大学における授業科目の履修等 

第37条 大学以外の教育施設における学修 

第38条 入学前の既修得単位等の認定 

第９章 休学、復学、転学、退学及び除籍等 

第39条 欠席 

第40条 休学 

第41条 休学期間 

第42条 復学 

第43条 転学、転入学 

第44条 退学 

第45条 再入学 

第46条 除籍 

第10章 卒業及び学位 

第47条 卒業 

第48条 学位 

第11章 表彰及び懲戒 

第49条 表彰 

第50条 懲戒 

第12章 厚生補導 

第51条 学生指導 

第52条 保健管理 

第13章 施設利用 

第53条 

第14章 研究生、聴講生、科目等履修生及び外国人留学生 
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第54条 研究生 

第55条 聴講生 

第56条 看護学科の科目等履修生 

第57条 外国人留学生 

第15章 入学検定料及び学生納付金 

第58条 入学検定料及び学生納付金 

第59条 免除等 

第60条 研究生、専攻生、聴講生等の入学検定料及び学生納付金 

第16章 奨学金 

第61条 

第17章 公開講座及び各種講習会等 

第62条 

第18章 学生寮 

第63条 

第19章 補則 

第64条 

附則 

第１章 総則 

（目的及び使命） 

第１条 東京医科大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、建学の精

神である自主自学と校是である正義・友愛・奉仕に則り、医学及び看護学の理論と応用を教授研究

することを目的とする。 

２ 前項の目的を達するために、人間を全人的に理解する教育を実践し、患者とともに歩む医療人を

育てることにより、地域そして世界の健康と福祉に貢献することを使命とする。 

（自己点検・評価等） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究

活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果について公表するものとする。 

２ 自己点検・評価に関する規程は、別に定める。 

（情報の公開） 

第３条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができ

る方法によって、広く情報を公開するものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第４条 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行う。 

（社会的・職業的自立に関する指導等） 

第５条 本学は、学部・学科の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及

び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができる

よう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。 

第２章 組織 

（学部） 

第６条 本学に、医学部医学科及び看護学科を置き、学科ごとに次のとおり教育研究上の目的を定め

る。 

(１) 医学部医学科 

医学分野について、深く教授及び研究を行うとともに、高度な医学知識と倫理観、そして高い

臨床能力を備えた医師を育成する。 

(２) 医学部看護学科 

看護学分野について、理論及び応用の研究を行うとともに、それぞれ十分な知識と技能を有し、

保健医療の実践を担うことのできる応用能力及び豊かな人間性を備えた看護師、保健師等の人材

を育成する。 

２ 学部に置く学科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 
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(１) 医学部医学科 入学定員 120名 収容定員 720名 

(２) 医学部看護学科 入学定員 80名 収容定員 320名 

（分野及び領域） 

第６条の２ 医学部医学科に置く分野及び領域については、別に定める。 

（大学院） 

第７条 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院に関する学則は、別に定める。 

（図書館） 

第８条 本学に、図書館を置く。 

２ 図書館に関する事項は、別に定める。 

（附属施設） 

第９条 本学に、次の附属施設を置く。 

東京医科大学病院 

茨城医療センター 

八王子医療センター 

医学総合研究所 

２ 附属施設に関する事項は、別に定める。 

（事務局） 

第10条 本学に、事務局を置く。 

第３章 職員組織 

（職員） 

第11条 本学に、学長を置く。 

２ 本学に、副学長及び副学長補を置くことができる。 

３ 本学の医学科に、主任教授、教授、臨床教授、准教授、臨床准教授、講師、臨床講師、助教、臨

床助教、病院助教、助手を置く。 

４ 本学の看護学科に、教授、准教授、講師、助教、助手を置く。 

５ 本学に、事務職員及びその他必要な職員を置く。 

（職員組織） 

第12条 学部の医学科及び看護学科に、それぞれ学科長を置く。 

２ 本学に、一般教育主任を置く。 

３ 図書館に、図書館長を置く。 

４ 東京医科大学病院、茨城医療センター、八王子医療センターに、それぞれ病院長を置く。 

５ 医学総合研究所に、所長を置く。 

６ 事務局に、事務局長を置く。 

第４章 教授会及び教授会代表者会議 

（教授会） 

第13条 医学部医学科及び看護学科に、それぞれ教授会を置く。 

２ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり審議し、意見を述べるものとする。 

(１) 入学、進級、卒業、転学、退学、休学及び留学等学生の身分に関する事項 

(２) 学位に関する事項 

(３) 入学試験に関する事項 

(４) 学生の試験及び評価に関する事項 

(５) 教育課程の編成に関する事項 

３ 教授会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する次に掲げる事項について審議し、学長

の求めに応じ、意見を述べることができる。 

(１) 学生の表彰及び賞罰に関する事項 

(２) 学生の厚生補導に関する事項 

(３) 教育職員の選出に関する事項 

(４) 名誉教授の推薦に関する事項 
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(５) 研究生、聴講生その他に関する事項 

(６) その他教育・研究に関する重要事項 

４ その他教授会の運営に関して必要な事項は、別に定める。 

（教授会代表者会議） 

第14条 医学部両学科の共通事項及び本学の運営に関する重要事項を審議するため、両学科にまたが

って、教授会代表者会議を置く。 

２ 教授会代表者会議は、それぞれの教授会の委任に基づき、次の事項を審議する。 

(１) 学則その他の学部の教学に関する重要な規則の制定、改廃に関する事項 

(２) 学部・学科に係る重要な組織の設置及び廃止に関する事項 

(３) 本学の重要な施設の設置及び廃止に関する事項 

(４) 学校法人の理事及び評議員の選出に関する事項 

(５) 学長、病院長、その他重要な教育職員の選出に関する事項 

(６) 教育職員の人事の基準及び調整に関する事項 

(７) 理事会の諮問事項 

(８) その他、本学の運営に関する重要事項 

３ その他、教授会代表者会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。 

（委員会） 

第15条 教授会は、必要に応じて委員会を設けることができる。 

２ 教授会に置く委員会に関する事項は、別に定める。 

第５章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第16条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第17条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前期 ４月１日から９月30日まで 

後期 10月１日から翌年の３月31日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、特に必要な場合は、前期終了日及び後期開始日を変更することができ

る。 

（休業日） 

第18条 休業日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日 

(３) ４月の第３土曜日（本学創立記念日 ４月13日の代替日） 

(４) 春季休業日（３月５日から４月９日まで） 

(５) 夏季休業日 

医学科（７月20日から９月９日まで） 

看護学科（８月１日から９月20日まで） 

(６) 冬季休業日（12月20日から翌年の１月９日まで） 

２ 学長は、必要に応じ前項各号の休業日を変更し、又は休業日に授業を行い、若しくは臨時に休業

日を定めることができる。 

第６章 修業年限及び在学年限 

（修業年限） 

第19条 医学部医学科の修業年限は、６年とする。 

２ 医学部看護学科の修業年限は、４年とする。 

（在学年限） 

第20条 医学部医学科の学生は、12年を超えて在学することができない。ただし、同一年次に２年を

超えて在学することはできない。 

２ 医学部看護学科の学生は、８年を超えて在学することはできない。 

第７章 入学 
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（入学の時期） 

第21条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学の資格） 

第22条 本学に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(１) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(２) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 

(３) 外国において学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣

の指定したもの 

(４) 文部科学大臣が高等学校と同等と認定した在外教育施設の課程を修了した者 

(５) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了

した者 

(６) 文部科学大臣の指定した者 

(７) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認

定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年

文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

(８) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、18歳に達したもの 

（入学の出願） 

第23条 入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて、指定期日

までに学長に願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第24条 入学者の選考は、学力試験、その他の方法による。 

２ 選考の方法は、別に定める。 

（入学手続及び入学許可） 

第25条 前条の選考に合格した者は、指定された期日までに、入学金、授業料、その他の学費に保証

人連署の誓約書など所定の書類を添えて、入学手続を完了しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者について、入学を許可する。 

第８章 教育課程、単位及び履修方法等 

（教育課程） 

第26条 教育課程は、医学部医学科及び看護学科の教育上の目的を達成するため必要な授業科目を開

設し、体系的に編成するものとし、各授業科目を必修科目、選択科目、自由科目に分け、これを、

各学年次に配当して編成するものとする。 

２ 医学部医学科の授業科目は、人間学系科目もしくは人文・社会科学系科目、自然科学系科目、外

国語科目、医学関連科目、横断的領域科目、基礎医学系科目、社会医学系科目、臨床医学系科目、

臨床実習、自由な学び系科目に区分し、編成するものとする。 

３ 医学部看護学科の授業科目は、一般教育科目、専門基礎科目、専門科目に区分し、編成するもの

とする。 

（授業科目の名称及び単位数並びに卒業に必要な単位数） 

第27条 医学部医学科の授業科目、単位数、配当年次及び卒業に必要な単位数は、別表１の１～５の

とおりとする。 

２ 医学部看護学科の授業科目、単位数、配当年次及び卒業に必要な単位数は、別表２の１～３のと

おりとする。 

（授業の方法） 

第28条 授業は、講義、演習、実験、実習及び実技又はこれらの併用により行うものとする。 

２ 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

（単位の計算方法） 

第29条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する
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ことを標準とし、講義及び演習については15時間から30時間、実験・実習及び実技については30時

間から45時間の授業の時間をもってそれぞれ１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して別に

単位数を定める。 

（単位の認定、科目の修得及び評価） 

第30条 授業科目を履修し、当該授業科目に係る試験又は論文等の審査に合格した者には、所定の単

位を与える。 

２ 前項の規定にかかわらず、平常点をもって試験等に代えることを認められた科目については、こ

の限りでない。 

３ 試験に関する事項は、別に定める。 

（成績の評価） 

第31条 成績の評価は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５種とし、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格、Ｄを不合格とする。 

２ 成績の評価に付与するＧＰ（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ）及びＧＰＡ（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａ

ｖｅｒａｇｅ）の算出については別に定める。 

（授業日数） 

第32条 毎学年の授業日数は、定期試験の日数を含め35週以上とする。 

（履修方法） 

第33条 学生は、医学部医学科においては本学に６年以上、医学部看護学科においては本学に４年以

上在学し、各学科所定の授業科目を履修しなければならない。 

２ 前項の履修方法等については、別に定める。 

（医学科の学年の進級） 

第34条 医学部医学科において次学年への進級は、当該学年の所定の授業科目の履修及び必要単位数

を修得していなければ認めない。 

２ 進級に必要な授業科目及び必要単位数等は、別に定める。 

（看護学科の学年の進級） 

第35条 医学部看護学科においては、第１学年及び第２学年に配当された専門基礎科目及び専門科目

のうち、別に定める授業科目をすべて修得しなければ、第２学年から第３学年への進級はできない。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第36条 医学部看護学科において、教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他

の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を超えない範囲で

本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学した場合に準用する。 

（大学以外の教育施設における学修） 

第37条 医学部看護学科において、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学

校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみな

し、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項により本学において修得したものとみなす

単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第38条 医学部看護学科において、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学、短

期大学、高等専門学校又は大学設置基準第29条第１項の規定による専修学校において履修した授業

科目について修得した単位を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

２ 学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみ

なし、単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場

合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第36条第１項及び第２項並びに前条

第１項により本学で修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 
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第９章 休学、復学、転学、退学及び除籍等 

（欠席） 

第39条 疾病その他の事故により１週間以上欠席する場合には、その事由を添えて速やかに所定の欠

席届を提出しなければならない。 

（休学） 

第40条 疾病その他やむを得ない事由により、引き続き３か月以上修学できない見込みの者は、所定

の手続により、学長の許可を得て休学することができる。 

２ 疾病等のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることが

できる。 

（休学期間） 

第41条 休学の期間は１年を超えることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、許可

を得て更に１年以内に限り、期間を延長することができる。 

２ 休学の期間は、医学部医学科にあっては通算して３年、看護学科にあっては通算して２年を超え

ることができない。 

３ 休学の期間は、修業年限並びに在学年限に算入しない。 

（復学） 

第42条 休学期間が満了するとき及び休学期間中であっても、その事由が消滅した場合には、保証人

連署のうえ、所定の復学願を学長に提出し、学長の許可を得なければならない。 

２ 疾病が治癒して復学を希望する者は、原則として休学開始時と同一の医師の診断書を提出し、学

生・職員健康サポートセンターの医師の面談を受けなければならない。 

３ 疾病以外の理由で休学し復学する者は、その事由が解消された証明書又は理由書を添付しなけれ

ばならない。 

（転学、転入学） 

第43条 本学から他の大学へ転学しようとする者は、所定の手続により、学長に願い出て許可を受け

なければならない。 

２ 他の大学から転入学を願い出た者があるときは、欠員がある場合に限り、選考のうえ許可するこ

とがある。 

（退学） 

第44条 退学しようとする者は、その事由を付して、保証人連署のうえ、所定の様式により学長に願

い出て、許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、学長は、学生が疾病その他の事由により成業の見込みがないと認めた

ときは、退学を命ずることができる。 

（再入学） 

第45条 前条により退学した者が、その事由が解消され再入学を願い出たときは、選考のうえ許可す

ることがある。 

２ 再入学した者の入学前における本学の在学期間は、修業年限及び在学年限に算入するものとする。 

（除籍） 

第46条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 

(１) 学生納付金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

(２) 第20条に定める在学年限を超えた者 

(３) 第41条第２項に定める休学の期間を超えてもなお修学できない者 

(４) 長期間にわたり行方不明の者 

(５) 死亡した者 

第10章 卒業及び学位 

（卒業） 

第47条 医学部医学科においては、本学に６年以上在学し、所定の単位を修得し、卒業試験に合格し

た者について、学長が卒業を認定する。 

２ 医学部看護学科においては、本学に４年以上在学し、所定の単位を修得し、卒業試験に合格した

者について、学長が卒業を認定する。 
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（学位） 

第48条 学長は、前条の卒業を認定した者に対して、医学部医学科においては学士（医学）の学位を、

医学部看護学科においては学士（看護学）の学位を授与する。 

２ その他、学士の授与に関して必要な事項は、別に定める。 

第11章 表彰及び懲戒 

（表彰） 

第49条 学長は、学業及び操行が優秀で他の学生の模範となる学生を表彰することができる。 

（懲戒） 

第50条 学長は、学生が本学の学則その他の規程に違反し、若しくは秩序を乱し、又は学生の本分に

反する行為があったときは、当該学生を懲戒することができる。 

２ 懲戒は、情状により戒告、停学及び退学とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

(１) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(２) 学業劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(３) 正当の理由なくして出席常でない者 

(４) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

４ 停学の期間は、在学年限に算入し、修業年限には算入しないものとする。ただし、停学期間が３

か月未満の場合は、修業年限に算入することができる。 

５ 懲戒に関する手続きは、別に定める。 

第12章 厚生補導 

（学生指導） 

第51条 本学は、学生の福利厚生並びに学生生活全般の指導の適切かつ円滑な実施を図るものとする。 

２ 前項に関する事項は、別に定める。 

（保健管理） 

第52条 本学に医務室を置き、学生の保健管理を行う。 

第13章 施設利用 

第53条 本学の施設は、本学の学生及び職員が使用できる。ただし、本学の運営に支障のない限りに

おいて、一般市民の利用に供することができる。 

第14章 研究生、聴講生、科目等履修生及び外国人留学生 

（研究生） 

第54条 本学において、特定の課題について研究することを志願する者があるときは、学部の教育研

究に支障のない場合に限り、選考のうえ、研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認め

られた者とする。 

３ 研究期間は、１年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。 

４ その他、研究生に関して必要な事項は、別に定める。 

（聴講生） 

第55条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、学部の教育に支障

のない場合に限り、選考のうえ、聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生は、学期ごとに許可する。 

３ その他、聴講生に関して必要な事項は、別に定める。 

（看護学科の科目等履修生） 

第56条 医学部看護学科の授業科目中、１科目又は数科目について履修を志願する者があるときは、

教育に支障のない場合に限り、選考のうえ、科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生で授業科目を履修し、試験に合格した者に対しては、当該授業科目の単位修得の認

定を行うことができる。 

３ その他、科目等履修生に関して必要な事項は、別に定める。 

（外国人留学生） 

第57条 外国人で、大学において教育を受ける目的で入国し、本学に入学を志願する者があるときは、
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選考のうえ、外国人留学生として入学を許可する。 

２ その他、外国人留学生に関して必要な事項は、別に定める。 

第15章 入学検定料及び学生納付金 

（入学検定料及び学生納付金） 

第58条 入学検定料及び学生納付金の額は、別表３のとおりとする。ただし、実習の実施に当たって

特に必要な場合は、当該実習に要する経費を別に徴収することがある。 

２ 学生納付金は、次の前期の所定の期日までに全納するか、又は次の２期の所定の期日までに等分

して納入しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、期限を定めて納入の延期を認

めることがある。 

前期 ４月30日まで 

後期 10月31日まで 

３ 停学の懲戒を受けた者に係る学生納付金は、停学期間中であってもこれを徴収する。 

４ 休学を許可された者に係る学生納付金は、事情により減免することがある。 

５ 前項の減免に当たっては、学長が決定する。 

６ 学年の中途において退学し、転学し、又は退学を命ぜられた者であっても、当該年度の学生納付

金を納めなければならない。 

７ 学生納付金の滞納者は、納入後でなければ単位認定のための試験を受けることができない。 

（免除等） 

第59条 学業優秀である者又は経済的理由によって納付が困難な者に対しては、学生納付金の一部又

は全部を免除し、徴収を猶予することがある。 

（研究生、専攻生、聴講生等の入学検定料及び学生納付金） 

第60条 研究生、専攻生、聴講生及び看護学科の科目等履修生の入学検定料並びに学生納付金につい

ては、別に定める。 

第16章 奨学金 

第61条 本学に奨学金の制度を設けることができる。 

２ 奨学金の支給は、品行方正で学業優秀な学生に対して行う。 

第17章 公開講座及び各種講習会等 

第62条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に公開講座、各種講習会を開設するこ

とができる。 

２ 社会人の再教育及び教育研究活動に資するため、特別講座等を開設することができる。 

第18章 学生寮 

第63条 本学に、学生寮を置く。 

２ 学生寮に関して必要な事項は、別に定める。 

第19章 補則 

第64条 この学則に定めるもののほか、この学則の実施のための必要な規程等は、別に定める。 

附 則 

１ この学則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行に伴い、昭和51年４月１日制定の「東京医科大学学則」は、廃止する。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成24年４月１日以前に入学した者の授業科目及び単位数は、なお従

前の例による。 

４ 第２項の規定にかかわらず、平成21年４月１日以前に入学した者の在学年限は、なお従前の例に

よる。 

５ 第６条第２項に規定する医学部看護学科の収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、平成25年

度から平成27年度までは、次のとおりとする。 

  平成25年度  平成26年度  平成27年度  

 医学部看護学科 80名  160名  240名  

附 則（平成25年12月18日） 

１ この学則は、平成26年４月１日から施行し、平成26年度の入学者から適用する。（第26条第２項、

第27条第１項、第31条及び別表１の２の改正並びに第31条第２項及び別表１の１の新設） 
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２ 前項の規定にかかわらず、別表１の２の改正を除き、平成25年度に入学した者については、なお

従前の例による。 

附 則（平成26年１月15日） 

この学則は、平成26年４月１日から施行する。（第27条第１項及び別表１の２の改正並びに別表１

の３及び１の４の新設） 

附 則（平成26年８月６日東医大発第626号） 

この学則は、平成26年５月21日から施行し、平成26年４月１日から適用する。（第６条の２の新設） 

附 則（平成27年３月18日） 

この学則は、平成27年４月１日から施行する。（第13条第１項、第２項、第18条第１項第３号、第

42条第１項、第46条、第47条、第49条、第50条第１項、第58条第５項、別表１の２、別表１の３、別

表２の改正及び第50条第５項並びに第13条第３項の新設以下繰下げ） 

附 則（平成28年３月８日東医大発第95号） 

この学則は、平成28年４月１日から施行する。（第27条第１項、別表１の１から１の４までの改正

及び別表１の５の新設） 

附 則（平成28年３月28日東医大発第137号） 

この学則は、平成28年４月１日から施行する。（第１条の改正） 

附 則（平成28年８月26日東医大発第429号） 

この学則は、平成28年７月20日から施行し、平成28年４月１日から適用する。（参考第４項の改正） 

附 則（平成29年３月16日東医大発第118号） 

この学則は、平成29年４月１日から施行する。（第27条第１項、第42条第２項、別表１の１から１

の４までの改正及び別表１の５の削除） 

附 則（平成29年４月４日東医大発第179号） 

この学則は、平成29年４月１日から施行する。（別表２の改正） 

附 則（平成30年１月６日東医大発第２号） 

この学則は、平成30年４月１日から施行する。（別表２の改正） 

附 則（平成30年４月11日東医大発第181号） 

この学則は、平成30年４月１日から施行する。（第27条第１項の改正及び別表１の１の新設、以下

別表の繰下げ） 

附 則（平成30年10月11日東医大発第480号） 

この学則は、平成31年４月１日から施行する。（別表２の改正） 

附 則（令和元年６月10日東医大発第309号） 

１ この学則は、令和元年５月28日から施行し、令和２年４月１日から適用する。（第６条第２項附

則の追加） 

２ 医学部医学科の募集人員減への臨時的な措置を活用し、第６条第２項に規定する医学部医学科の

入学定員及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、令和２年度から令和10年度までの期限付

きで、次のとおりとする。 

医学部医学科 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入学定員 119名 119名 119名 119名 120名 

収容定員 719名 718名 717名 716名 716名 

年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度  

入学定員 120名 120名 120名 120名  

収容定員 716名 717名 718名 719名  

附 則（令和元年11月19日東医大発第508号） 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。（別表２の改正） 

附 則（令和２年３月３日東医大発第621号） 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。（第13条第２号、第22条第４号、第36条第１項、第

37条第１項、第38条第１項、第42条第２項の改正及び第３項の新設、第50条第２項の改正） 

附 則（令和２年５月27日東医大発第33号） 
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この学則は、令和２年４月６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。（第28条第２項の新

設） 

附 則（令和２年10月５日東医大発第190号） 

この学則は、令和３年４月１日から適用する。（別表２の改正） 

附 則（令和３年４月１日） 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。（第27条第１項、第27条第２項改正及び別表の改正

【令和３年７月12日東医大発第161号】 

附 則（令和３年８月24日） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の入学者から適用する。（第58条第１項

別表３の改正）【令和３年９月１日東医大発第221号】 

２ 前項の規定にかかわらず、別表３の改正を除き、令和３年度以前に入学した者については、なお

従前の例による。 

３ 第６条第２項に規定する医学部医学科の入学定員及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、

令和４年度から令和９年度まで、次のとおりとする。 

医学部医学科 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

入学定員 121名 119名 120名 120名 120名 

収容定員 719名 718名 718名 718名 719名 

年度 令和９年度     

入学定員 120名     

収容定員 720名     

附 則（令和４年２月15日） 

この学則は、令和４年４月１日から施行する。（第26条第２項、第27条第１項の改正及び別表の改

正）【令和４年３月23日東医大発第443号】 

附 則（令和４年９月６日） 

１ この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 第６条第２項に規定する医学部医学科の入学定員及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、

令和５年度から令和10年度まで、次のとおりとする。【令和４年９月21日東医大発第289号】 

医学部医学科 

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

入学定員 122名 120名 120名 120名 120名 

収容定員 721名 721名 721名 722名 723名 

年度 令和10年度     

入学定員 120名     

収容定員 722名     

附 則（令和４年９月13日） 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。（第27条第２項、別表２－１～２－３の改正、令和

３年８月24日第３項附則の追加）【令和４年９月21日東医大発第289号】 

附 則（令和５年３月14日） 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。（第26条第２項、別表１の１～１の４の改正及び別

表１の５の削除）【令和５年９月１日東医大発第298号】 

附 則（令和５年９月５日） 

１ この学則は、令和６年４月１日から施行する。（第６条第２項附則の追加）【令和５年９月16日

東医大発第311号】 

２ 第６条第２項に規定する医学部医学科の入学定員及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、

令和６年度から令和11年度まで、次のとおりとする。 

医学部医学科 

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 
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入学定員 123名 120名 120名 120名 120名 

収容定員 724名 724名 725名 726名 725名 

年度 令和11年度     

入学定員 120名     

収容定員 723名     
附 則（令和６年９月10日） 

１ この学則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 第６条第２項に規定する医学部医学科の入学定員及び収容定員は、同条同項の規定にかかわらず、令

和７年度から令和12年度まで、次のとおりとする。 

医学部医学科 

 年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度  

 入学定員 125名 120名 120名 120名 120名  

 収容定員 729名 730名 731名 730名 728名  

 年度 令和12年度  

 入学定員 120名  

 収容定員 725名  

 

別表１の１（第27条第１項関係） 

東京医科大学教科課程表 

（令和５年度第１学年から適用する。） 

 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
合計単

位数 
備考  

 
学科目 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

人間

学系

科目 

医療心理学・死生学 講義 前 １      １ 必修  

哲学 講義 前・後 １      １ 必修  

社会科学 講義 前・後 １      １ 必修  

生命倫理学 講義 前・後 １      １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅠ 

講義 後 
 １     １ 

必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅡ 

講義 前・後 
  １    １ 

必修  

医療倫理 講義 後   １    １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅢ 

講義 前 
   １   １ 

必修  

医療と保健の歴史 講義 前・後 １      １ 選択

必修 

前・後期４

科目から１

科目以上を

選択必修 

法学 講義 前・後 １      １ 

人間理解のための文章講

読 

講義 前・後 
１      １ 

医療人類学 講義 前・後 １      １ 

自然

科学

系科

目 

人体の物理学 講義 後 １      １ 自由 自由選択 

先進医療のための科学 講義 後 １      １ 自由 

数学 講義 後 １      １ 自由 

医系の物理学 講義 前 １      １ 必修  

医系の物理学実習 実習 通期 １      １ 必修  

医系の化学 講義 前 １      １ 必修  

医系の化学実習 実習 通期 １      １ 必修  

生物学 講義 前 １      １ 必修  
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生物学実習 実習 通期 １      １ 必修  

自然科学基礎 講義 前 １      １ 必修  

生命現象の科学Ⅰ 講義 後 0.5      0.5 必修  

生命現象の科学Ⅱ 講義 後 0.5      0.5 必修  

外国

語科

目 

独語 講義 前 １      １ 選択 ２科目中１

科目を選択

必修 

仏語 講義 前 
１      １ 

必修 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓ１ 

講義 通期 

２      ２ 

必修  

中国語 講義 前 １      １ 自由 自由選択 

韓国語 講義 前 １      １ 自由 

スペイン語 講義 前 １      １ 自由  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅡ 

講義 通期 

 ２     ２ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅢ 

講義 通期 

  １    １ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅣ 

講義 前 

   0.5   0.5 

必修  

横断

的領

域科

目 

情報科学Ⅰ 講義 前 １      １ 必修  

課題研究 講義 前 ２      ２ 必修  

データサイエンスⅠ 講義 前 １      １ 必修  

データサイエンスⅡ 講義 後 １      １ 必修  

行動科学・患者学Ⅰ 講義 前  0.5     0.5 必修  

３大学協働授業 講・演 後  １      必修  

情報科学Ⅱ 講義 前   １    １ 必修  

情報科学Ⅲ 講義 前    １   １ 必修  

行動科学・患者学Ⅱ 講義 通期     0.5  0.5 必修  

基礎

医学

系科

目 

解剖学(１) 講・実 後 １      １ 必修  

解剖学(２) 講・実 後 ３      ３ 必修  

生理学(１) 講義 後 ２      ２ 必修  

生化学（分子生物学概

論） 

講義 後 
１      １ 

必修  

基礎医学統合演習Ⅰ 演習 後 0.5      0.5 必修  

解剖学(１) 講・実 前  6.5     6.5 必修  

解剖学(２) 講・実 前  ２     ２ 必修  

生理学(２) 講・実 通期  ３     ３ 必修  

生化学 講・実 前  ４     ４ 必修  

免疫学 講・実 通期  2.5     2.5 必修  

薬理学 講・実 後  ４     ４ 必修  

病理学 講・実 後  ２     ２ 必修  

微生物学 講・実 後  ３     ３ 必修  

運動医学 講義 後  １     １ 必修  
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医用電子工学 講義 後  0.5     0.5 必修  

基礎医学統合演習Ⅱ 演習 後  0.5     0.5 必修  

病理学 講義 通期   ３    ３ 必修  

グループ別自主研究 実習 前    ４   ４ 必修  

社会

医学

系科

目 

社会医学 講義 後  １     １ 必修  

医学・医療と社会Ⅰ 講義 通期   １    １ 必修  

医学・医療と社会Ⅱ 講義 前    １   １ 必修  

法医学 講義 前    １   １ 必修  

臨床

医学

系科

目 

症候・病態学入門 講義 通期 ２      ２ 必修  

緩和医療Ⅰ・漢方・ＣＰ

Ｃ 

講義 後 
  １    １ 

必修  

臨床医学Ⅰ 講義 通期   26    26 必修  

医療安全Ⅰ 講義 後    0.5   0.5 必修  

臨床医学Ⅱ 講義 通期    14   14 必修  

基本的診療知識・技能 講・実 通期    ２   ２ 必修  

医療安全Ⅱ 講義 通期     0.5  0.5 必修  

緩和医療Ⅱ・診療録の記

載 

講義 通期 
    0.5  0.5 

必修  

臨床医学Ⅴ 講義 後      ６ ６ 必修  

臨床

実習 

早期臨床体験実習Ⅰ 実習 通期 ２      ２ 必修  

早期臨床体験実習Ⅱ 実習 後  ２     ２ 必修  

地域医療実習 実習 前   ２    ２ 必修  

臨床医学Ⅲ  

精神・神経コース 実習 通期    ４  ４ 必修  

代謝・免疫・内分泌コー

ス 

実習 通期 
   ２  ２ 

必修  

血液・凝固コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

感覚器コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

呼吸器系コース 実習 通期    ３  ３ 必修  

循環器コース 実習 通期    ３  ３ 必修  

消化器コース 実習 通期    ４  ４ 必修  

腎・泌尿器コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

運動器コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

皮膚コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

女性診療コース 実習 通期    ３  ３ 必修  

小児科コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

全身管理コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

放射線科コース 実習 通期    １  １ 必修  

地域中核医療コース 実習 通期    ４  ４ 必修  

地域診療コース 実習 通期    ２  ２ 必修  

臨床医学Ⅳ 実習 通期     28 28 必修  

自由

な学

び系

科目 

海外臨床実習コミュニケ

ーション 

演習 通期 
    0.5  0.5 

自由  

ＵＳＭＬＥ受験準備コー

ス 

演習 通期 
 0.5  0.5 

自由  

28



Ｒｏａｄ ｔｏ Ｔｏｐ 

Ｓｕｒｇｅｏｎ 

演習 通期 
  0.5 0.5   １ 

自由  

地域医療リーダーズコー

ス１ 

演習 通期 
0.5      0.5 

自由  

地域医療リーダーズコー

ス２ 

演習 通期 
 0.5     0.5 

自由  

地域医療リーダーズコー

ス３ 

演習 通期 
  0.5    0.5 

自由  

地域医療リーダーズコー

ス４ 

演習 通期 
   0.5   0.5 

自由  

地域医療リーダーズコー

ス５ 

演習 通期 
    0.5  0.5 

自由  

リサーチ・コース１ 演習 通期 0.5     0.5 自由  

リサーチ・コース２ 演習 通期  0.5    0.5 自由  

リサーチ・コース３ 演習 通期   0.5   0.5 自由  

リサーチ・コース４ 演習 通期    0.5  0.5 自由  

 
合計 

 32.5

単位

以上 

36.5

単位 

37単

位 

25単

位 

41.5

単位 

34単

位 

206.5

単位以

上 

  

別表１の２（第27条第１項関係） 

東京医科大学教科課程表 

（令和５年度第２学年に適用する。） 

 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
合計単

位数 
備考  

 
学科目 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

人間

学系

科目 

医療心理学・死生学 講義 前 １      １ 必修  

哲学 講義 前・後 １      １ 必修  

社会科学 講義 後 １      １ 必修  

生命倫理学 講義 前・後 １      １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅠ 

講義 後 
 １     １ 

必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅡ 

講義 前・後 
  １    １ 

必修  

医療倫理 講義 後   １    １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅢ 

講義 前 
   １   １ 

必修  

医学史 講義 前・後 １      １ 選択

必修 

前・後期９

科目から１

科目以上を

選択必修 

法学 講義 前・後 １      １ 

哲学テクスト入門 講義 前・後 １      １ 

医療人類学 講義 前・後 １      １ 

原典講読Ⅰ 講義 前 １      １ 

原典講読Ⅱ 講義 後 １      １ 

自然

科学

系科

目 

科学的方法論 講義 後 １      １ 

人体の物理学 講義 後 １      １ 

先進医療のための科学 講義 後 １      １ 

数学 講義 前 １      １ 必修  
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医系の物理学 講義 前 １      １ 必修  

医系の物理学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

医系の化学 講義 前 １      １ 必修  

医系の化学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

生物学 講義 前 １      １ 必修  

生物学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

自然科学基礎 講義 前 １      １ 必修  

外国

語科

目 

独語 講義 前・後 ２      ２ 選択 ２科目中１

科目を選択

必修 

仏語 講義 前・後 
２      ２ 

必修 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ

ｏｎ 

講義 前・後 

２      ２ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓ１ 

講義 前・後 

２      ２ 

必修  

中国語 講義 前  １     １ 選択 ２科目中１

科目を選択 韓国語 講義 前  １     １ 選択 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅡ 

講義 前・後 

 ２     ２ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅢ 

講義 前・後 

  １    １ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅣ 

講義 前 

   0.5   0.5 

必修  

横断

的領

域科

目 

情報科学Ⅰ 講義 前 １      １ 必修  

課題研究 講義 前 ２      ２ 必修  

データサイエンス 講義 後 １      １ 必修  

行動科学・患者学Ⅰ 講義 後  0.5     0.5 必修  

３大学協働授業 講・演 後  １      必修  

情報科学Ⅱ 講義 前   １    １ 必修  

情報科学Ⅲ 講義 前    １   １ 必修  

行動科学・患者学Ⅱ 講義 前・後     0.5  0.5 必修  

基礎

医学

系科

目 

解剖学(１) 講・実 後 １      １ 必修  

解剖学(２) 講・実 後 ３      ３ 必修  

生理学(１) 講義 後 ２      ２ 必修  

生化学（分子生物学概

論） 

講義 後 
１      １ 

必修  

基礎医学統合演習Ⅰ 演習 後 0.5      0.5 必修  

解剖学(１) 講・実 前  ５     ５ 必修  

解剖学(２) 講・実 前  ２     ２ 必修  

生理学(２) 講義 前  １     １ 必修  

生理学実習 実習 後  ２     ２ 必修  

生化学 講・実 前  ４     ４ 必修  
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免疫学 講・実 前・後  ２     ２ 必修  

薬理学 講・実 後  ４     ４ 必修  

病理学 講・実 後  ２     ２ 必修  

微生物学 講・実 後  ３     ３ 必修  

運動医学 講義 後  １     １ 必修  

医用電子工学 講義 後  0.5     0.5 必修  

基礎医学統合演習Ⅱ 演習 後  0.5     0.5 必修  

病理学 講義 前・後   ３    ３ 必修  

グループ別自主研究 実習 前    ４   ４ 必修  

社会

医学

系科

目 

社会医学Ⅰ 講義 後  １     １ 必修  

医学・医療と社会Ⅰ 講義 前・後   １    １ 必修  

医学・医療と社会Ⅱ 講義 前    １   １ 必修  

法医学 講義 前    １   １ 必修  

臨床

医学

系科

目 

症候・病態学入門 講義 前・後 ２      ２ 必修  

緩和医療Ⅰ・漢方・ＣＰ

Ｃ 

講義 後 
  １    １ 

必修  

臨床医学Ⅰ 講義 前・後   26    26 必修  

医療安全Ⅰ 講義 後    0.5   0.5 必修  

臨床医学Ⅱ 講義 前・後    14   14 必修  

基本的診療知識・技能 講・実 前・後    ２   ２ 必修  

医療安全Ⅱ 講義 前・後     0.5  0.5 必修  

緩和医療Ⅱ・診療録の記

載 

講義 前・後 
    0.5  0.5 

必修  

臨床医学Ⅴ 講義 後      ６ ６ 必修  

臨床

実習 

早期臨床体験実習Ⅰ 実習 前・後 ２      ２ 必修  

早期臨床体験実習Ⅱ 実習 後  ２     ２ 必修  

地域医療実習 実習 前   ２    ２ 必修  

臨床医学Ⅲ            

精神・神経コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

代謝・免疫・内分泌コー

ス 

実習 前・後 
   ２  ２ 

必修  

血液・凝固コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

感覚器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

呼吸器系コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

循環器コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

消化器コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

腎・泌尿器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

運動器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

皮膚コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

女性診療コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

小児科コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

全身管理コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

放射線科コース 実習 前・後    １  １ 必修  

地域中核医療コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

地域診療コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  
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臨床医学Ⅳ 実習 前・後     28 28 必修  

合計 

 34.5

単位

以上 

34.5

単位

以上 

37単

位 

25単

位 

41.5

単位 

34単

位 

206.5

単位以

上 

  

別表１の３（第27条第１項関係） 

東京医科大学教科課程表 

（令和４年度から適用する。） 

 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
合計単

位数 
備考   

学科目 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

自由

な学

び系

科目 

海外臨床実習コミュニケ

ーション 

演習 通期 
    0.5  0.5 

自由 
 

ＵＳＭＬＥ受験準備コー

ス 

演習 通期 
 0.5  0.5 

自由 
 

Ｒｏａｄ ｔｏ Ｔｏｐ 

Ｓｕｒｇｅｏｎ※ 

演習 通期 
  0.5 0.5 

 
 １ 

自由 
 

地域医療リーダーズコー

ス１ 

演習 通期 
0.5      0.5 

自由 
 

地域医療リーダーズコー

ス２ 

演習 通期 
 0.5     0.5 

自由 
 

地域医療リーダーズコー

ス３ 

演習 通期 
  0.5    0.5 

自由 
 

地域医療リーダーズコー

ス４ 

演習 通期 
   0.5   0.5 

自由 
 

地域医療リーダーズコー

ス５ 

演習 通期 
    0.5  0.5 

自由 
 

リサーチ・コース１ 演習 通期 0.5     0.5 自由  

リサーチ・コース２ 演習 通期  0.5    0.5 自由  

リサーチ・コース３ 演習 通期   0.5   0.5 自由  

リサーチ・コース４ 演習 通期    0.5  0.5 自由  

※令和５年開講コース 

別表１の４（第27条第１項関係） 

東京医科大学教科課程表 

（令和５年度第３学年に適用する。） 

 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
合計単

位数 
備考  

 
学科目 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

人間

学系

科目 

医療心理学・死生学 講義 前 １      １ 必修  

哲学 講義 前・後 １      １ 必修  

社会科学 講義 後 １      １ 必修  

生命倫理学 講義 前・後 １      １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅠ 

講義 後 
 １     １ 

必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅡ 

講義 前・後 
  １    １ 

必修  

医療倫理 講義 後   １    １ 必修  

医療プロフェッショナリ 講義 前    １   １ 必修  
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ズムⅢ 

医学史 講義 前・後 １      １ 選択

必修 

前・後期９

科目から１

科目以上を

選択必修 

法学 講義 前・後 １      １ 

哲学テクスト入門 講義 前・後 １      １ 

医療人類学 講義 前・後 １      １ 

原典講読Ⅰ 講義 前 １      １ 

原典講読Ⅱ 講義 後 １      １ 

自然

科学

系科

目 

科学的方法論 講義 後 １      １ 

人体の物理学 講義 後 １      １ 

先進医療のための科学 講義 後 １      １ 

数学 講義 前 １      １ 必修  

医系の物理学 講義 前 １      １ 必修  

医系の物理学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

医系の化学 講義 前 １      １ 必修  

医系の化学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

生物学 講義 前 １      １ 必修  

生物学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

外国

語科

目 

独語 講義 前・後 ２      ２ 選択

必修 

２科目中１

科目を選択

必修 

仏語 講義 前・後 
２      ２ 

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ

ｏｎ 

講義 前・後 

２      ２ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅠ 

講義 前・後 

２      ２ 

必修  

中国語 講義 前  １     １ 選択 ２科目中１

科目を選択 韓国語 講義 前  １     １  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅡ 

講義 前・後 

 ２     ２ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅢ 

講義 前・後 

  １    １ 

必修  

Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｆｏｒ 

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｕｒ

ｐｏｓｅｓⅣ 

講義 前 

   0.5   0.5 

必修  

医学

関連 

課題研究 講義 前 
２      ２ 

必修  

横断

的領

域科

目 

情報科学Ⅰ 講義 前 １      １ 必修  

データサイエンス 講義 後 １      １ 必修  

行動科学・患者学Ⅰ 講義 後  0.5     0.5 必修  

情報科学Ⅱ 講義 前   １    １ 必修  

緩和医療Ⅰ・漢方・ＣＰ

Ｃ 

講義 後 
  １    １ 

必修  

医療安全Ⅰ 講義 後    0.5   0.5 必修  
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情報科学Ⅲ 講義 前    １   １ 必修  

医療安全Ⅱ 講義 前・後     0.5  0.5 必修  

行動科学・患者学Ⅱ 講義 前・後     0.5  0.5 必修  

緩和医療Ⅱ・診療録の記

載 

講義 前・後 
    0.5  0.5 

必修  

基礎

医学

系科

目 

解剖学(１) 講・実 後 １      １ 必修  

解剖学(２) 講・実 後 ３      ３ 必修  

生理学(１) 講義 後 ２      ２ 必修  

生理学(２) 講義 後 １      １ 必修  

生化学（分子生物学概

論） 

講義 後 
１      １ 

必修  

基礎医学統合演習Ⅰ 演習 後 0.5      0.5 必修  

解剖学(１) 講・実 前  ５     ５ 必修  

解剖学(２) 講・実 前  ２     ２ 必修  

生理学(２) 講義 前  １     １ 必修  

生理学実習 実習 後  ２     ２ 必修  

生化学 講・実 前  ４     ４ 必修  

免疫学 講・実 前・後  ２     ２ 必修  

薬理学 講・実 後  ４     ４ 必修  

病理学 講・実 後  ２     ２ 必修  

微生物学 講・実 後  ３     ３ 必修  

運動医学 講義 後  １     １ 必修  

医用電子工学 講義 後  0.5     0.5 必修  

基礎医学統合演習Ⅱ 演習 後  0.5     0.5 必修  

病理学 講義 前・後   ３    ３ 必修  

グループ別自主研究 実習 前    ４   ４ 必修  

社会

医学

系科

目 

社会医学Ⅰ 講義 後  １     １ 必修  

医学・医療と社会Ⅰ 講義 前・後   １    １ 必修  

医学・医療と社会Ⅱ 講義 前    １   １ 必修  

法医学 講義 前    １   １ 必修  

臨床

医学

系科

目 

症候・病態学入門 講義 前・後 ２      ２ 必修  

臨床医学Ⅰ 講義 前・後   26    26 必修  

臨床医学Ⅱ 講義 前・後    14   14 必修  

基本的診療知識・技能 講・実 前・後    ２   ２ 必修  

臨床医学Ⅴ 講義 後      ６ ６ 必修  

臨床

実習 

早期臨床体験実習Ⅰ 実習 前・後 ２      ２ 必修  

早期臨床体験実習Ⅱ 実習 後  ２     ２ 必修  

地域医療実習 実習 前   ２    ２ 必修  

臨床医学Ⅲ            

精神・神経コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

代謝・免疫・内分泌コー

ス 

実習 前・後 
   ２  ２ 

必修  

血液・凝固コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

感覚器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

呼吸器系コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  
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循環器コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

消化器コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

腎・泌尿器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

運動器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

皮膚コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

女性診療コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

小児科コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

全身管理コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

放射線科コース 実習 前・後    １  １ 必修  

地域中核医療コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

地域診療コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

臨床医学Ⅳ 実習 前・後     28 28 必修  

合計 

 34.5

単位

以上 

33.5

単位

以上 

37単

位 

25単

位 

41.5

単位 

34単

位 

205.5

単位以

上 

  

別表１の５（第27条第１項関係） 

東京医科大学教科課程表 

（令和５年度第４・５・６学年に適用する。） 

 学年 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
合計単

位数 
備考 

 
学科目 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

単位

数 

人

文・

社

会・

自然

科学

系科

目 

医療心理学・死生学 講義 前 １      １ 必修  

哲学 講義 前・後 １      １ 必修  

社会科学 講義 後 １      １ 必修  

医学史 講義 前・後 １      １ 選択

必修 

前・後期９

科目から１

科目以上を

選択必修 

法学 講義 前・後 １      １ 

哲学テクスト入門 講義 前・後 １      １  

医療人類学 講義 前・後 １      １  

原典講読Ⅰ 講義 前 １      １  

原典講読Ⅱ 講義 後 １      １   

科学的方法論 講義 後 １      １   

人体の物理学 講義 後 １      １   

先進医療のための科学 講義 後 １      １   

自然

科学

系科

目 

数学 講義 前 １      １ 必修  

医系の物理学 講義 前 １      １ 必修  

医系の物理学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

医系の化学 講義 前 １      １ 必修  

医系の化学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

生物学 講義 前 １      １ 必修  

生物学実習 実習 前・後 １      １ 必修  

自然科学基礎 講義 前 １      １ 必修  

生命現象の科学Ⅰ 講義 後 １      １ 必修  

生命現象の科学Ⅱ 講義 後 １      １ 必修  

外国

語科

独語 講義 前・後 ２      ２ 選択

必修 

２科目中１

科目を選択仏語 講義 前・後 ２      ２ 
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目 必修 

英語Ⅰ 講義 前・後 ３      ３ 必修  

医学英語Ⅰ 講義 前 １      １ 必修  

中国語 講義 前  １     １ 選択 ２科目中１

科目を選択 韓国語 講義 前  １     １  

英語Ⅱ 講義 後  １     １ 必修  

医学英語Ⅱ 講義 前・後  ２     ２ 必修  

医学英語Ⅲ 講義 前・後   １    １ 必修  

医学英語Ⅳ 講義 前    0.5   0.5 必修  

医学

関連

科目 

症候学入門 講義 前・後 ２      ２ 必修  

課題研究 講義 前 ２      ２ 必修  

横断

的領

域科

目 

生命倫理学 講義 前・後 １      １ 必修  

情報科学Ⅰ 講義 前 １      １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅠ 

講義 後  １     １ 必修  

行動科学・患者学Ⅰ 講義 後  0.5     0.5 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅡ 

講義 前・後   １    １ 必修  

医療倫理 講義 後   １    １ 必修  

情報科学Ⅱ 講義 前   １    １ 必修  

緩和医療Ⅰ・漢方・ＣＰ

Ｃ 

講義 後   １    １ 必修  

医療プロフェッショナリ

ズムⅢ 

講義 前    １   １ 必修  

医療安全Ⅰ 講義 後    0.5   0.5 必修  

情報科学Ⅲ 講義 前    １   １ 必修  

医療安全Ⅱ 講義 前・後     0.5  0.5 必修  

行動科学・患者学Ⅱ 講義 前・後     0.5  0.5 必修  

緩和医療Ⅱ・診療録の記

載 

講義 前・後     0.5  0.5 必修  

基礎

医学

系科

目 

解剖学(１) 講・実 後 １      １ 必修  

解剖学(２) 講・実 後 ３      ３ 必修  

生理学(１) 講義 後 ２      ２ 必修  

生理学(２) 講義 後 １      １ 必修  

生化学（分子生物学概

論） 

講義 後 １      １ 必修  

解剖学(１) 講・実 前  ５     ５ 必修  

解剖学(２) 講・実 前  ２     ２ 必修  

生理学(２) 講義 前  １     １ 必修  

生理学実習 実習 後  ２     ２ 必修  

生化学 講・実 前  ４     ４ 必修  

免疫学 講・実 前・後  ２     ２ 必修  

薬理学 講・実 後  ４     ４ 必修  

病理学 講・実 後  ２     ２ 必修  

微生物学 講・実 後  ３     ３ 必修  
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運動医学 講義 後  １     １ 必修  

医用電子工学 講義 後  0.5     0.5 必修  

病理学 講義 前・後   ３    ３ 必修  

グループ別自主研究 実習 前    ４   ４ 必修  

社会

医学

系科

目 

社会医学Ⅰ 講義 後  １     １ 必修  

医学・医療と社会Ⅰ 講義 前・後   １    １ 必修  

医学・医療と社会Ⅱ 講義 前    １   １ 必修  

法医学 講義 前    １   １ 必修  

臨床

医学

系科

目 

臨床医学Ⅰ 講義 前・後   26    26 必修  

臨床医学Ⅱ 講義 前・後    14   14 必修  

基本的診療知識・技能 講・実 前・後    ２   ２ 必修  

臨床医学Ⅴ 講義 後      ６ ６ 必修  

臨床

実習 

早期臨床体験実習Ⅰ 実習 前・後 ２      ２ 必修  

早期臨床体験実習Ⅱ 実習 後  ２     ２ 必修  

地域医療実習 実習 前   ２    ２ 必修  

臨床医学Ⅲ            

精神・神経コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

代謝・免疫・内分泌コ

ース 

実習 前・後    ２  ２ 必修  

血液・凝固コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

感覚器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

呼吸器系コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

循環器コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

消化器コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

腎・泌尿器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

運動器コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

皮膚コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

女性診療コース 実習 前・後    ３  ３ 必修  

小児科コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

全身管理コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

放射線科コース 実習 前・後    １  １ 必修  

地域中核医療コース 実習 前・後    ４  ４ 必修  

地域診療コース 実習 前・後    ２  ２ 必修  

臨床医学Ⅳ 実習 前・後     28 28 必修  

 
合計 

 36単

位以

上 

34単

位以

上 

37単

位 

25単

位 

41.5

単位 

34単

位 

207.5

単位以

上 

  

別表２－１（第27条第２項関係） 

（令和５年度入学者から適用） 

科目区分 授業科目 
授業形

態 

配当年

次 
単位数 

必修・選

択の区分 
備考 

一般教

育科目 

人間と

自然科

学 

生命科学 講義 １ ２ 必修 必修４単位 必修22単位 

生命と地球環境 講義 １ １ 選択  選択６単位以

上 情報科学 講義 １ ２ 必修  

生体の化学 講義 １ ２ 選択  ＊保健統計学
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医療のための物理学 講義 １ １ 選択  は保健師コー

ス必修 医療と保健の歴史 講義 １ ２ 選択  

情報リテラシー入門 演習 １ １ 選択  

人間と

文化 

生命倫理 講義 １ ２ 選択 必修３単位  

文学 講義 １ ２ 選択   

哲学 講義 １ ２ 選択   

教育学入門 講義 ２ ２ 選択   

心理学 講義 １ ２ 必修   

発達心理学 講義 １ １ 必修   

健康とスポーツ 演習 ２ ２ 選択   

多文化共生論 講義 １ ２ 選択   

人間理解のための文章

講読 

講義 １ ２ 選択   

人間と

社会 

ジェンダー論 講義 １ ２ 選択 必修２単位  

法学入門 講義 １ ２ 必修   

医療人類学 講義 １ ２ 選択   

社会学 講義 １ ２ 選択   

政治・経済学 講義 ２ １ 選択   

国際関係論 講義 １ １ 選択   

探求の

技法 

アカデミックスキルⅠ 演習 １ １ 必修 必修４単位  

統計学 講義 １ ２ 必修   

アカデミックスキルⅡ 演習 １ １ 必修   

人間と

言語 

英語Ⅰ 講義 １ ２ 必修 必修７単位  

英語Ⅱ 演習 １ １ 必修 選択２単位以

上 

 

英語Ⅲ 講義 ２ ２ 必修  

英語Ⅳ 講義 ２ ２ 必修   

英語Ⅴ 講義 ４ ２ 選択   

スペイン語 講義 １ ２ 選択   

韓国語 講義 １ ２ 選択   

中国語 講義 １ ２ 選択   

フランス語 講義 １ ２ 選択   

ドイツ語 講義 １ ２ 選択   

キャリ

アデザ

イン 

キャリアデザインⅠ 演習 １ １ 必修 必修２単位  

キャリアデザインⅡ 演習 ２ １ 必修   

専門基

礎科目 

人間と

健康 

形態機能学 講義 １ ２ 必修 必修14単位 必修20単位 

病理学 講義 １ １ 必修  選択３単位以

上 栄養学 講義 １ １ 必修  

生化学 講義 ２ １ 必修   

微生物学 講義 ２ １ 必修   

免疫学 講義 ２ １ 必修   

薬理学 講義 ２ ２ 必修   

疾病と治療Ⅰ（成人・

老人系） 

講義 ２ １ 必修   

疾病と治療Ⅱ（成人・ 講義 ２ ２ 必修   
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老人系） 

疾病と治療Ⅲ（周産期

と婦人科系） 

講義 ２ １ 必修   

疾病と治療Ⅳ（こど

も） 

講義 ２ １ 必修   

遺伝学 講義 ３ １ 選択   

補完代替療法 講義 ４ １ 選択   

臨床心理学 講義 ２ １ 選択   

環境と

健康 

医療概論 講義 １ １ 選択 必修６単位  

公衆衛生学 講義 ２ ２ 必修   

疫学 講義 ２ ２ 必修   

社会福祉・社会保障 講義 １ ２ 必修   

保健統計学 講義 ３ ２ 選択   

専門科

目 

看護の

基礎 

看護学概論 講義 １ ２ 必修 必修68単位 

看護倫理Ⅰ 講義 １ １ 必修 選択７単位以上 

看護倫理Ⅱ（事例分

析）※ 

演習 ４ １ 選択 （※から７単位以上選択） 

看護理論※ 講義 ４ １ 選択 ＊保健師国家試験受験資格

希望者は 看護の歴史※ 講義 ４ １ 選択 

チーム医療論※ 講義 ２ １ 選択 必修68単位 

看護の

対象 

看護基礎実習Ⅰ 実習 １ １ 必修 「パブリックヘルス」科目

14単位、「パブリックヘル

ス」を除いた選択科目４単

位以上 

老年基礎実習 実習 １ １ 必修 

看護対象論 講義 １ ２ 必修 

精神保健論 講義 ２ １ 必修 

コミュニケーション論 講義 １ １ 必修 

家族看護論※ 講義 ３ １ 選択 

地域・在宅看護論Ⅰ 講義 １ １ 必修 

地域・在宅看護論Ⅱ 講義 ２ １ 必修   

地域・在宅看護論Ⅲ 講義 ２ １ 必修   

在宅看護基礎実習 実習 ２ ２ 必修   

看護の

方法 

看護過程とＥＢＮ 演習 ２ ２ 必修   

看護技術論Ⅰ 講義 １ １ 必修   

看護技術論Ⅱ 演習 １ ２ 必修   

看護技術論Ⅲ 演習 ２ １ 必修   

看護技術論Ⅳ 演習 ２ １ 必修   

住宅看護援助論Ⅰ 演習 ２ １ 必修   

成人・老年看護学概論 講義 ２ １ 必修   

こども看護学概論 講義 ２ １ 必修   

母性看護学概論 講義 ２ １ 必修   

成人看護学援助論Ⅰ 演習 ３ ２ 必修   

成人看護学援助論Ⅱ 演習 ３ ２ 必修   

老年看護学援助論 演習 ３ １ 必修   

こども看護学援助論 演習 ３ ２ 必修   

母性看護学援助論 演習 ３ ２ 必修   

精神看護学援助論 演習 ３ ２ 必修   

在宅看護援助論Ⅱ 演習 ３ １ 必修   
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看護基礎実習Ⅱ 実習 ２ ２ 必修   

成人看護学実習Ⅰ 実習 ３ ２ 必修   

成人看護学実習Ⅱ 実習 ３ ２ 必修   

老年看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

こども看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

母性看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

精神看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

グロー

バルヘ

ルス 

災害看護論 講義 ２ ２ 必修   

災害看護援助論※ 演習 ２ １ 選択   

国際看護活動論 演習 ２ １ 必修   

国際保健論 講義 １ １ 必修   

国際看護フィールドワ

ーク※ 

演習 ４ ２ 選択   

看護の

統合と

発展 

看護研究法 講義 ３ ２ 必修   

包括ケア実習 実習 ３ ２ 必修   

統合実習 実習 ４ ３ 必修   

卒業論文 演習 ４ ２ 必修   

看護システムマネジメ

ント論 

講義 ４ ２ 必修   

看護システム論 講義 ２ ２ 必修   

看護技術論Ⅴ※ 講義 ４ １ 選択   

生涯学習と看護の発展

※ 

講義 ４ １ 選択   

パブリ

ックヘ

ルス 

公衆衛生看護学概論※ 講義 ３ ２ 選択   

公衆衛生看護学活動論

※ 

講義 ３ ２ 選択   

公衆衛生看護活動展開

論Ⅰ 

演習 ３ ２ 選択   

公衆衛生看護活動展開

論Ⅱ 

演習 ４ ２ 選択   

公衆衛生看護管理論※ 講義 ４ １ 選択   

公衆衛生看護学実習 実習 ４ ５ 選択   

卒業に必要な単位数：必修科目110単位、選択科目16単位以上 計126単位以上を修得し、卒業試

験に合格すること。 

＊保健師国家試験受験資格希望者は、必修科目110単位、選択科目13単位以上、「パブリックヘ

ルス」科目14単位必修 計137単位以上 

別表２－２（第27条第２項関係） 

（令和３・４年度入学者に適用） 

科目区分 授業科目 
授業形

態 

配当年

次 
単位数 

必修・選

択の区分 
備考 

一般教

育科目 

人間と

自然科

学 

生命科学 講義 １ ２ 必修 必修４単位 必修22単位 

生命と地球環境 講義 １ １ 選択  選択６単位以

上 情報科学 講義 １ ２ 必修  

生体の化学 講義 １ ２ 選択  ＊保健統計学

は保健師コー

ス必修 

医療のための物理学 講義 １ １ 選択  

情報リテラシー入門 演習 １ １ 選択  
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人間と

文化 

生命倫理 講義 １ ２ 選択 必修３単位  

文学 講義 １ ２ 選択   

哲学 講義 １ ２ 選択   

教育学入門 講義 ２ ２ 選択   

心理学 講義 １ ２ 必修   

発達心理学 講義 １ １ 必修   

健康とスポーツ 演習 ２ ２ 選択   

多文化共生論 講義 １ ２ 選択   

人間と

社会 

ジェンダー論 講義 １ ２ 選択 必修２単位  

法学入門 講義 １ ２ 必修   

文化人類学 講義 １ ２ 選択   

社会学 講義 １ ２ 選択   

政治・経済学 講義 ２ １ 選択   

国際関係論 講義 １ １ 選択   

探求の

技法 

アカデミックスキルⅠ 演習 １ １ 必修 必修４単位  

統計学 講義 １ ２ 必修   

アカデミックスキルⅡ 演習 １ １ 必修   

人間と

言語 

英語Ⅰ 講義 １ ２ 必修 必修７単位  

英語Ⅱ 演習 １ １ 必修 選択２単位以

上 

 

英語Ⅲ 講義 ２ ２ 必修  

英語Ⅳ 講義 ２ ２ 必修   

英語Ⅴ 講義 ４ ２ 選択   

スペイン語 講義 １ ２ 選択   

韓国語 講義 １ ２ 選択   

中国語 講義 １ ２ 選択   

フランス語 講義 １ ２ 選択   

ドイツ語 講義 １ ２ 選択   

キャリ

アデザ

イン 

キャリアデザインⅠ 演習 １ １ 必修 必修２単位  

キャリアデザインⅡ 演習 ２ １ 必修   

専門基

礎科目 

人間と

健康 

形態機能学 講義 １ ２ 必修 必修14単位 必修20単位 

病理学 講義 １ １ 必修  選択３単位以

上 栄養学 講義 １ １ 必修  

生化学 講義 ２ １ 必修   

微生物学 講義 ２ １ 必修   

免疫学 講義 ２ １ 必修   

薬理学 講義 ２ ２ 必修   

疾病と治療Ⅰ（成人・

老人系） 

講義 ２ １ 必修   

疾病と治療Ⅱ（成人・

老人系） 

講義 ２ ２ 必修   

疾病と治療Ⅲ（周産期

と婦人科系） 

講義 ２ １ 必修   

疾病と治療Ⅳ（こど

も） 

講義 ２ １ 必修   
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遺伝学 講義 ３ １ 選択   

補完代替療法 講義 ４ １ 選択   

臨床心理学 講義 ２ １ 選択   

環境と

健康 

医療概論 講義 １ １ 選択 必修６単位  

公衆衛生学 講義 ２ ２ 必修   

疫学 講義 ２ ２ 必修   

社会福祉・社会保障 講義 １ ２ 必修   

保健統計学 講義 ３ ２ 選択   

専門科

目 

看護の

基礎 

看護学概論 講義 １ ２ 必修 必修68単位 

看護倫理Ⅰ 講義 １ １ 必修 選択７単位以上 

看護倫理Ⅱ（事例分

析）※ 

演習 ４ １ 選択 （※から７単位以上選択） 

看護理論※ 講義 ４ １ 選択 ＊保健師国家試験受験資格

希望者は 看護の歴史※ 講義 ４ １ 選択 

チーム医療論※ 講義 ２ １ 選択 必修68単位 

看護の

対象 

看護基礎実習Ⅰ 実習 １ １ 必修 「パブリックヘルス」科目

14単位、「パブリックヘル

ス」を除いた選択科目４単

位以上 

老年基礎実習 実習 １ １ 必修 

看護対象論 講義 １ ２ 必修 

精神保健論 講義 ２ １ 必修 

コミュニケーション論 講義 １ １ 必修 

家族看護論※ 講義 ３ １ 選択 

地域・在宅看護論Ⅰ 講義 １ １ 必修 

地域・在宅看護論Ⅱ 講義 ２ １ 必修   

地域・在宅看護論Ⅲ 講義 ２ １ 必修   

在宅看護基礎実習 実習 ２ ２ 必修   

看護の

方法 

看護過程とＥＢＮ 演習 ２ ２ 必修   

看護技術論Ⅰ 講義 １ １ 必修   

看護技術論Ⅱ 演習 １ ２ 必修   

看護技術論Ⅲ 演習 ２ １ 必修   

看護技術論Ⅳ 演習 ２ １ 必修   

住宅看護援助論Ⅰ 演習 ２ １ 必修   

成人・老年看護学概論 講義 ２ １ 必修   

こども看護学概論 講義 ２ １ 必修   

母性看護学概論 講義 ２ １ 必修   

成人看護学援助論Ⅰ 演習 ３ ２ 必修   

成人看護学援助論Ⅱ 演習 ３ ２ 必修   

老年看護学援助論 演習 ３ １ 必修   

こども看護学援助論 演習 ３ ２ 必修   

母性看護学援助論 演習 ３ ２ 必修   

精神看護学援助論 演習 ３ ２ 必修   

在宅看護援助論Ⅱ 演習 ３ １ 必修   

看護基礎実習Ⅱ 実習 ２ ２ 必修   

成人看護学実習Ⅰ 実習 ３ ２ 必修   

成人看護学実習Ⅱ 実習 ３ ２ 必修   

老年看護学実習 実習 ３ ２ 必修   
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こども看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

母性看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

精神看護学実習 実習 ３ ２ 必修   

グロー

バルヘ

ルス 

災害看護論 講義 ２ ２ 必修   

災害看護援助論※ 演習 ２ １ 選択   

国際看護活動論 演習 ２ １ 必修   

国際保健論 講義 １ １ 必修   

国際看護フィールドワ

ーク※ 

演習 ４ ２ 選択   

看護の

統合と

発展 

看護研究法 講義 ３ ２ 必修   

包括ケア実習 実習 ３ ２ 必修   

統合実習 実習 ４ ３ 必修   

卒業論文 演習 ４ ２ 必修   

看護システムマネジメ

ント論 

講義 ４ ２ 必修   

看護システム論 講義 ２ ２ 必修   

看護技術論Ⅴ※ 講義 ４ １ 選択   

生涯学習と看護の発展

※ 

講義 ４ １ 選択   

パブリ

ックヘ

ルス 

公衆衛生看護学概論※ 講義 ３ ２ 選択   

公衆衛生看護学活動論

※ 

講義 ３ ２ 選択   

公衆衛生看護活動展開

論Ⅰ 

演習 ３ ２ 選択   

公衆衛生看護活動展開

論Ⅱ 

演習 ４ ２ 選択   

公衆衛生看護管理論※ 講義 ４ １ 選択   

公衆衛生看護学実習 実習 ４ ５ 選択   

卒業に必要な単位数：必修科目110単位、選択科目16単位以上 計126単位以上を修得し、卒業試

験に合格すること。 

＊保健師国家試験受験資格希望者は、必修科目110単位、選択科目13単位以上、「パブリックヘ

ルス」科目14単位必修 計137単位以上 

別表２－３（第27条第２項関係） 

（令和２年度以前入学者に適用） 

科目区分 授業科目 
授業形

態 

配当年

次 
単位数 

必修・選

択の区分 
備考 

一般教

育科目 

自然を

知る 

生命科学 講義 １ ２ 必修 必修８単位 必修15単位 

生命と地球環境 講義 １ １ 選択 選択３単位以

上 

選択６単位以

上 生物と進化 講義 １ ２ 選択 

生体の化学 講義 １ ２ 選択   

医療のための物理学 演習 １ １ 選択   

生命倫理 講義 １ ２ 選択   

人を知

る 

文学 講義 １ ２ 選択   

健康と身体活動 講義 ２ ２ 必修   

教育原理 講義 ２ ２ 選択   

心理学 講義 １ ２ 必修   
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哲学 講義 １ ２ 選択   

スポーツ実技 実技 １ １ 選択   

社会を

知る 

家族と社会 講義 １ ２ 選択   

現代社会と法（憲法） 講義 １ ２ 必修   

文化人類学 講義 １ ２ 選択   

ジェンダーの社会学 講義 ２ ２ 選択   

社会福祉 講義 ２ ２ 選択   

問題解

決 

情報科学 講義 １ ２ 必修 必修５単位  

統計学 講義 ２ ２ 必修 選択１単位以

上 

 

探求の技法 演習 １ １ 必修  

情報技術とコミュニケ

ーション 

演習 １ １ 選択   

プレゼンテーションの

技法 

演習 １ １ 選択   

グロー

バルコ

ミュニ

ケーシ

ョン 

英語Ⅰ（基礎） 講義 １ ２ 必修 必修２単位  

英語Ⅱ（会話） 演習 ２ １ 選択 選択２単位以

上 

 

英語Ⅲ（英論文の読

解） 

講義 ４ ２ 選択  

スペイン語 講義 １ ２ 選択   

韓国語 講義 １ ２ 選択   

中国語 講義 １ ２ 選択   

フランス語 講義 １ ２ 選択   

ドイツ語 講義 １ ２ 選択   

専門基

礎科目 

病気と

治療 

人体の構造と機能 講義 １ ４ 必修 必修26単位 

病理病態学 演習 １ ２ 必修 選択２単位以上 

栄養学 講義 ２ １ 必修   

生化学 講義 ２ １ 必修   

臨床心理学 講義 ２ １ 必修   

感染免疫学 講義 ２ １ 必修   

臨床薬理学 講義 ２ ２ 必修   

診断治療学Ⅰ（内科・

外科） 

講義 ２ ３ 必修   

診断治療学Ⅱ（小児

科） 

講義 ２ １ 必修   

診断治療学Ⅲ（精神

科） 

講義 ２ １ 必修   

診断治療学Ⅳ（産婦人

科） 

講義 ２ １ 必修   

遺伝学 講義 ４ １ 選択   

公衆衛生と疫学 講義 ３ ２ 必修   

保健医

療福祉

のしく

み 

保健統計学 講義 ２ ２ 必修   

医療概論 講義 １ １ 必修   

社会保障制度論 講義 １ １ 必修   

チーム医療論 講義 ２ １ 必修   

医療安全管理論 講義 ２ １ 必修   

医療経済学 講義 ４ １ 選択   
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保健医療福祉ネットワ

ーク論 

講義 ２ １ 選択   

専門科

目 

看護の

基礎 

看護学概論 講義 １ ２ 必修 必修65単位 

看護倫理Ⅰ（基礎） 講義 １ １ 必修 選択10単位以上 

看護倫理Ⅱ（事例分

析）※ 

演習 ４ １ 選択 （※から10単位以上選択） 

看護理論※ 講義 ４ ２ 選択 ＊保健師国家試験受験資格

希望者は 看護リテラシーⅠ（概

念の理解） 

演習 １ １ 必修 

    必修65単位 

看護リテラシーⅡ（看

護基礎ゼミ） 

演習 １ １ 必修 選択10単位以上 

    「コミュニティーヘル

スケア」科目 コーチングの基礎 演習 ３ １ 必修 

生活環

境と看

護の対

象 

健康生活支援論 講義 １ ２ 必修 13単位選択必修 

健康生活支援論演習 演習 １ ２ 必修   

健康生活支援論実習 実習 １ １ 必修   

看護初期実習 実習 １ １ 必修   

看護対象論Ⅰ（ライフ

サイクル） 

講義 ２ ２ 必修   

看護対象論Ⅱ（疾病の

回復過程） 

講義 ２ ２ 必修   

看護援

助の方

法 

看護援助論Ⅰ（コミュ

ニケーション論） 

講義 １ １ 必修   

看護援助論Ⅱ（看護過

程の展開） 

講義 ２ １ 必修   

看護援助論Ⅲ（ＥＢ

Ｎ） 

講義 ２ １ 必修   

フィジカルアセスメン

ト 

演習 ２ ２ 必修   

ヘルスプロモーション 講義 ２ １ 必修   

健康教育論 演習 ２ １ 必修   

家族看護論※ 講義 ２ １ 選択   

在宅看護援助論 演習 ３ ２ 必修   

治療看護技術論Ⅰ（成

人・老年） 

演習 ３ ３ 必修   

治療看護技術論Ⅱ（こ

ども・女性） 

演習 ３ ３ 必修   

治療看護技術論Ⅲ（精

神） 

演習 ３ ２ 必修   

代替補完医療と看護※ 講義 ４ １ 選択   

看護基礎実習 実習 ２ ２ 必修   

看護展開実習ⅠＡ（成

人） 

実習 ３ ２ 必修   

看護展開実習ⅠＢ（成

人） 

実習 ３ ２ 必修   

看護展開実習Ⅱ（老

年） 

実習 ３ ２ 必修   

看護展開実習Ⅲ（こど 実習 ３ ２ 必修   
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も） 

看護展開実習Ⅳ（母

性） 

実習 ３ ２ 必修   

看護展開実習Ⅴ（精

神） 

実習 ３ ２ 必修   

看護展開実習Ⅵ（在

宅） 

実習 ３ ２ 必修   

統合援助技術Ⅰ※ 講義 ４ １ 選択   

統合援助技術Ⅱ※ 演習 ４ １ 選択   

看護提

供のし

くみ 

看護システムマネジメ

ント論 

講義 ４ ２ 必修   

看護サービス提供論 講義 ２ １ 必修   

看護システム実習 実習 ２ １ 必修   

グロー

バルヘ

ルス 

災害看護論 講義 ３ ２ 必修   

災害看護論演習 演習 ３ １ 必修   

国際看護活動論 演習 ４ １ 必修   

防災教育論※ 講義 ４ １ 選択   

国際看護フィールドワ

ーク※ 

演習 ４ ２ 選択   

看護の

統合 

看護研究法 講義 ３ ２ 必修   

看護課題ゼミ 演習 ４ ２ 必修   

統合実習 実習 ４ ４ 必修   

卒業研究※ 演習 ４ ２ 選択   

生涯学習特別講義※ 講義 ４ ２ 選択   

コミュ

ニティ

ヘルス

ケア 

地域看護学概論※ 講義 ２ ２ 選択   

学校保健論※ 講義 ２ １ 選択   

産業保健論※ 講義 ２ １ 選択   

保健行政論 講義 ３ ２ 自由   

地域看護学演習Ⅰ（保

健指導の理論） 

演習 ３ １ 自由   

地域看護学演習Ⅱ（地

域看護活動） 

演習 ４ １ 自由   

地域看護管理論 講義 ４ １ 自由   

地域看護学実習 実習 ４ ４ 自由   

卒業に必要な単位数：必修科目106単位、選択科目18単位以上 計124単位以上を修得し、卒業試

験に合格すること。 

＊保健師国家試験受験資格希望者は、必修科目106単位、選択科目18単位以上、「コミュニティ

ーヘルスケア」科目13単位 計137単位以上 

別表３（第58条第１項関係） 

（単位：円） 

学科名 学年 
入学検定

料 

学生納付金 

入学金 授業料 
実習費〈削

除〉 

教育・施設

設備充実費 
合計 

 １ 60,000 1,000,000 2,900,000 ― 900,000 4,800,000 

 ２ ― ― 2,900,000 ― 2,020,000 4,920,000 

医学部医学 ３ ― ― 2,900,000 ― 2,020,000 4,920,000 
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科 ４ ― ― 2,900,000 ― 2,020,000 4,920,000 

 ５ ― ― 2,900,000 ― 2,020,000 4,920,000 

 ６ ― ― 2,900,000 ― 2,020,000 4,920,000 

学科名 学年 
入学検定

料 
入学金 授業料 実習費 施設設備費 合計 

 １ 30,000 300,000 1,050,000 250,000 300,000 1,900,000 

医学部看護

学科 

２ ― ― 1,050,000 250,000 300,000 1,600,000 

３ ― ― 1,050,000 250,000 300,000 1,600,000 

 ４ ― ― 1,050,000 250,000 300,000 1,600,000 

（備考１）看護学科の保健師コースを選択する者は、上記以外に臨地実習費等の履修費として４年次

に100,000円を加える。 

（備考２）大学入試センター試験利用入試の入学検定料は、医学科にあっては40,000円、看護学科に

あっては20,000円とする。 

参考（第31条第２項関係） 

東京医科大学ＧＰＡ（Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ Ａｖｅｒａｇｅ）実施要項 

１ 目的 

この要項は、客観的な評価システムとして国際的に認知されているＧＰＡ制度に関する必要な事

項を定め、学生の学習到達度を明確化して、学修指導と教育の質の保証に資することを目的とする。 

２ 成績評価区分及びＧｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ（以下ＧＰ）の取扱いについて 

下表の評価区分により各科目の学年成績に対して１単位当たりそれぞれＰｏｉｎｔを付与する。 

評価 評点 評価内容 ＧＰ 判定 

Ｓ（秀） 100～90点 
到達目標を十分に達成しており、極めて優秀

な成績を示している。 
４ 合格 

Ａ（優） 89～80点 
到達目標を達成しており、優秀な成績を示し

ている。 
３ 合格 

Ｂ（良） 79～70点 
到達目標の達成は、望ましい水準に達してお

り、妥当な成績を示している。 
２ 合格 

Ｃ（可） 69～60点 
到達目標の達成は、望ましい水準には不十分

だが、不合格ではない。 
１ 合格 

Ｄ（不可） 59点以下 不合格 ０ 不合格 

３ ＧＰＡ算出方法 

 

 
※小数第３位を四捨五入する。 

４ ＧＰＡの利用について 

(１) 学年末成績にＧＰＡを併記するとともに、学年平均ＧＰＡを公開する。 

(２) 翌年度における学年担任教授及び相談教員等からの成績不振者学習指導等に関する参考資料

とする。 

(３) 退学勧告に使用する。 

５ 成績証明書について 
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授業科目名と成績評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）を記載する。留学等でＧＰＡが要求される場合は、英

文成績証明書にＧＰＡを記載する。 

６ 適用 

この要項は、平成26年度の入学者から適用する。 
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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

１．学則変更（収容定員変更）の内容 

 令和元年度までは学則の入学定員は 120 名となっていましたが、令和元年度に臨時的に定

員を超えた 124 名の入学が認められたことにより、令和 2 年度から令和 5 年度の入学定員は

119名と臨時的に入学定員減としておりました。令和 6年度より入学定員は臨時定員含め 123

名となり、令和 7年度においては医学部臨時定員増（茨城県地域枠 5名、新潟県地域枠 3名、

埼玉県地域枠 2名、群馬県地域枠 2名）及び茨城県地域枠恒久定員 3名とし、入学定員を 125

名に変更します。 

２．学則変更（収容定員変更）の必要性 

社会の要請に応え、本学医学部医学科の令和 6 年度の地域枠については、茨城県地域枠 5

名、新潟県地域枠 3名、埼玉県地域枠 2名の計 10名を臨時定員で募集しました。しかしなが

ら、医師少数区域での医療供給体制は改善されておらず、令和 7 年度においても、引き続き

茨城県地域枠 5 名を臨時定員として募集し、医師不足が顕著である新潟県については 3 名の

募集、埼玉県地域枠では 2 名を募集することとします。また、新たに、医師偏在指標の低い

群馬県地域枠で 2名を募集します。計 12名を臨時定員とし、これらの地域医療を担う医師の

確保に貢献するためにも、定員の増加が必要です。 

３．学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

(ｱ)教育課程の変更内容

本学では、2014（平成 26）年度からは、学修成果基盤型教育を導入しています。一般

教育を重視しつつ、基礎医学の開始時期を早めるとともに、第 1，2 学年で基礎医学

と臨床医学を連携させた垂直的統合型で授業や実習を実施しています。第 3，4 学年

の臨床医学教育は、臓器器官系（水平的統合）を基盤としています。臨床実習の期間を

73 週に大幅に延長し、技能を低学年から段階的に学び、診療参加型臨床実習へとつなげ

ています。さらにプロフェッショナリズム、チーム医療の実践に必要なコミュニケー

ション能力、倫理観などを涵養するため、人間学系科目を導入し、科目を越えて、また、複

数学年に渡って「自己と他者」、「社会の中の医療」「医療倫理」について、少人数での議論を通じて考え、

eポートフォリオで内省を繰り返しています。 

地域医療については、第 3学年で地域医療臨床実習（一週間）、第 5学年で臨床実習の中で

地域診療コース（一週間）を実施し、地域包括医療の実際を学修し、第 6 学年での診療参加

型臨床実習 IIでは、学外の地域中核病院で一か月間の実習を実施します。 

今回の入学定員および収容定員の変更は、現行の 123名から 125名への 2名の増員であり、

これまでと同等の水準を維持した教育内容を担保することができます。 

49



(ｲ)教育方法及び履修指導方法の変更内容

各科目の授業や実習において、講義、少人数ゼミナール形式による演習、問題基盤型のグ

ループ学修、双方向学修支援システム（クリッカー）を活用した授業、PBL、プレゼンテー

ション、シミュレーション教育、実習など多様な教育・学修方法を推進しています。

第1～2学年は、一般教育学、基礎医学を配置しています。第1学年では、「課題研

究」において、7～8名の少人数グループでのPBLテュートリアルによる問題探究・解決

型の能動的学修、プレゼンテーションおよびレポート作成に取り組み、主体的学修

の方法を学びます。第1学年の「症候学入門」では症候の病態生理を、反転型の授業形式で

学び、第1・2学年尾「早期臨床体験実習Ⅰ・II」では、体験実習、臨床見学、シミュレー

ション教育、加えて看護学科や東京薬科大学との多職種連携教育、病院内での多職

種実習を実施しています。 

第3～4学年では、臨床医学・社会医学の授業を設置し、第3 学年では見学型の「地域医療実習」

を1週間実施しています。また「臨床医学系」では、臓器別臨床講義が主体で、第4学年で

は、基本的な症候に関してはPBL による症例基盤型学修を導入しています。 

第4学年1月からの「診療参加型臨床実習I」では、全診療科をローテーションし、

病歴聴取、身体診察、診療録の記載、臨床推論、プレゼンテーションなどの基本的

な臨床技能の修得を目的した実習を行っています。第5学年1月からの「診療参加型

臨床実習II」では、学生が選択した診療科で、診療チームに配属し、長期間にわた

り診療チームの一員として許容範囲内で医行為を実施しながら診療・治療計画に参

画して臨床技能を身につける診療参加型臨床実習を、1タームで4週、合計7ターム実

施します。1タームは、学外病院実習を実施しています。 

本学では、ICT活用教育にも力を入れており、学内eラーニングシステム「e自主自学」を

利用しています。e自主自学によるeラーニング、eポートフォリオを、少なくとも全学年の

いずれかの科目で利用し、予習・復習教材による学修を可能としています。特に第3～4学年

の臨床医学・社会医学の授業は。このeラーニングシステムを最大限に活用し、同時双方向

型授業又はオンデマンド型授業を行い学修の機会を確保しています。 

これらの授業・実習は、定員超過や減員に於いても実習環境・修学環境を維持する

ことが可能です。第2学年では、学生数120名を前提とした解剖実習室がありますが、

別室を活用した分散実習をすでに実施しており、定員超過においてもこれまでと同等

の教育水準を維持が可能です。また、臨床実習においても、学外の連携診療所、病院

での実習を実施し、履修者の余裕はあります。 

したがって、以上のような教育方法および履修指導方法について、今回の収容定員の変更

においても、継続的に現在と同等の水準の教育内容を担保することができます。 

(ｳ)教育組織の変更

医学部では、教育目標や教育課程に応じた教員編成を行い、教育を実施しています。教員

の資格は、「東京医科大学教員選考基準」に、教育研究歴および教員に求める能力・資質を 

教授・准教授・講師・助教・助手などの職位により、それぞれの資格を定めています。 
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医学科では、一般教育系、基礎社会医学系、臨床医学系の大きく3系統に区分しています。一

般教育系は、人文科学領域と自然科学領域の７教室を有し、教授を責任者として運

営しています。また、一般教育の代表者として「一般教育主任」（1名）を副学長補とし、

教育委員会や教授会などに出席し意見を反映させています。基礎社会医学系は、基礎医学（形

態5分野、機能5分野）および社会医学（6分野）に分類しています。臨床医学系は、内科系15

分野と外科系16分野で構成しています。各分野は、主任教授を責任者として運営し、大学病

院には、ほぼ同名の診療部門（診療科）を置いています。教員の多くは、大学の教員として

教育と研究に当たるとともに、医師として診療を担っています。 

教育・研究の円滑な運営のために、教授会の下に各種委員会を設け、それらの委員会の検

討内容は教育委員会に報告され、さらに検討を加え、教授会において報告・審議していま

す。 

  今回、収容定員を増員した場合も、教育組織を変更することなく教育の質を担保すること

が可能です。 

(ｴ)大学全体の施設・設備の変更

本学は、新宿キャンパス（東京都新宿区新宿）、西新宿キャンパス（東京都新宿区

西新宿）、茨城キャンパス（茨城県稲敷郡阿見町）、八王子キャンパス（東京都八王子

市館町）の４つのキャンパスを有し、校地・校舎面積は、校地 236,415㎡、校舎 78,144㎡と、

大学設置基準上、必要とする面積を上回る十分な面積を有しています。 

新宿キャンパスには、講義室、実習室をはじめ、研究室、図書館、体育館、人工芝グラウ

ンド、学生の課外活動施設等を整備し、主に医学科の第1・2学年の教育を行っています。ま

た、解剖実習室についても定員超過に対応できる設備となっています。 

西新宿キャンパスには、講義室、研究室、図書館、職員学生食堂等を整備し、医学科第3～

6学年の学生の教育を行っています。茨城キャンパスおよび八王子キャンパスは、学生の実習

施設として利用しており、それぞれのキャンパスに学生実習のための宿舎および図書館を整

備し、教育・研究に必要な環境を整えています。 

このように、充分な施設・設備を有し、現在の環境を維持ししていくため、増員した場合

も対応できると考えています。 
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国公私立

私立

１．現在（令和６年度）の入学定員（編入学定員）及び収容定員
入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員

123(113) 0 0 724(674)

（収容定員計算用）
R1 R2 R3 R4 R5 R6 計

120

(113

119

(112

119

(112)

121

(112)

122

(112)

123

(113)

724

(674)
0

（ウ）3年次編入学定員 0
120

(113

119

(112

119

(112)

121

(112)

122

(112)

123

(113)

724

(674)

２．本増員計画による入学定員増を行わない場合の令和７年度の入学定員（編入学定員）及び収容定員

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員
120(113) 0 0 720(678)

（収容定員計算用）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 計

120

(113

120

(113

120

(113)

120

(113)

120

(113)

120

(113)

720

(678)
0

（ウ）3年次編入学定員 0
120

(113

120

(113

120

(113)

120

(113)

120

(113)

120

(113)

720

(678)

３．令和７年度の増員計画

入学定員 2年次編入学定員 3年次編入学定員 収容定員
125(113) 0 0 725(678)

（収容定員計算用）
R7 R8 R9 R10 R11 R12 計

125

(113

120

(113

120

(113)

120

(113)

120

(113)

120

(113)

725

(678)
0

（ウ）3年次編入学定員 0
125

(113

120

(113

120

(113)

120

(113)

120

(113)

120

(113)

725

(678)

12

（内訳）

12

0

12計

（ア）入学定員

（臨時的な措置で減員した場合、その人数）

増員希望人数

(2) 研究医養成のための入学定員／編入学定員増（研究医枠）

(1) 地域の医師確保のための入学定員／編入学定員増（地域枠）

（イ）2年次編入学定員

計

大学名

東京医科大学

（臨時的な措置で減員した場合、その人数）

（ア）入学定員

（イ）2年次編入学定員

計

計

（ア）入学定員

（イ）2年次編入学定員
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１．地域の医師確保のための入学定員増について
増員希望人数 12

都道府県名 増員希望人数
東京都
茨城県 5
新潟県 3
埼玉県 2
群馬県 2

12
※「大学所在地以外の都道府県」が5都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

都道府県名
R5地域枠定員

（※1）

R5貸与者数

（※2）

R6地域枠定員

（※1）

R6貸与者数

（※2）
R5とR6の貸与者数のうち多い方の数

茨城県 5 8 5 8 8
新潟県 3 3 3 3 3
埼玉県 2 2 2 2 2

0
0
0

計 10 13 10 13 13
（※1）臨時定員分のみご記入ください。
（※2）恒久定員の中で地域枠を実施している場合、恒久定員分の地域枠の人数も含めた修学資金の貸与実績をご記入ください。
※6都道府県未満の場合は、残りの欄は空欄でご提出ください。

（１）対象都道府県名及び増員希望人数

（２）修学資金の貸与を受けた地域枠学生の確保状況

大学が所在する都道府県

大学所在地以外の都道府県

計
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１．大学が講ずる措置
１－１．地域枠学生の選抜

募集人数

うち臨時定員分

学校推薦型選抜

（茨城県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
8 5

無

H22

学校推薦型選抜

（新潟県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
3 3

有（推奨） 内科、総合診

療科等

R3

学校推薦型選抜

（埼玉県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
2 2

無

R4

合計 13 10

（※1）貴大学において作成した学生募集要項に記載の内容をご記入ください。

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

①令和5年度に実施した地域枠学生(令和6年入学)の選抜について、下記をご記入ください。複数種類の選抜を行った場合には、それぞれご記入ください。また、参考として学生募集要項の写しをご提出ください。

（３）令和7年度地域の医師確保のための入学定員増について

入試区分 選抜方法（※1）

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

名称 選抜方式 開始年度 備考

診療科の限定はし

ないが、特に地域

医療に貢献できる

内科・総合診療科

等を推奨する。

埼玉県の実情を踏

まえ、診療科偏在

の解消とともに、地

域偏在の解消にも

寄与するよう、診療

科のみの制限は行

わない。

高等学校、中等教育学校、通常の課程による12年の学校教育、または専修学校の高等課

程※1を2023年3月卒業（修了）あるいは、 2024年3月卒業（修了）見込みの者（文

部科学省認定の在外教育施設にあっては、2022年度以降に修了した者)で、次の①～⑧

の要件を全て満たす者とする。

※1　「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る）で文部　 　科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者または修了見込みの者を指す。

①新潟県の地域医療に貢献する意欲を有する者とする。

②卒業後直ちに、新潟県内の指定された医療機関において９年間勤務する意志のある者と

する。

③高等学校等の調査書全体の評定平均値が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成績、

人物に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2024年3月卒業（修了）見込みの者に

ついては、第3学年第１学期までの調査書全体の評定平均値を用いる。

④新潟県が設定する修学資金を受給する者とする。

⑤在学中は、新潟県のキャリア形成卒前支援プランに基づき、県内での実習等に参加するとと

もに、卒業後は、新潟県のキャリア形成プログラムに基づき診療に従事する意志を有する者と

する。

⑥合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑦入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

⑧入学後、「地域医療リーダーズコース」を受講する者とする。

高等学校、中等教育学校、通常の課程による12年の学校教育、または専修学校の高等課

程※1を2023年3月卒業（修了）あるいは、 2024年3月卒業（修了）見込みの者（文

部科学省認定の在外教育施設にあっては、2022年度以降に修了した者)で、次の①～⑧

の要件を全て満たす者とする。

※1「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者または修了見込みの者を指す。

①埼玉県の地域医療に貢献する意欲を有する者とする。

②医師免許を得た後、直ちに奨学金貸与期間の1.5倍の期間、特定地域の公的医療機関

に医師として引き続き勤務（特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院

で臨床研修を受講する場合を含む）または特定診療科等（埼玉県内の病院の産科、小児

科、救命救急センター）に医師として勤務する意志のある者とする。

③高等学校等の調査書全体の評定平均値が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成績、

人物に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2024年3月卒業（修了）見込みの者に

ついては、第3学年第１学期までの調査書全体の評定平均値を用いる。

④埼玉県が設定する奨学金の受給を希望する者とする。

⑤埼玉県が作成したキャリア形成プログラムに基づき診療に従事する意志を有する者とする。

⑥合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑦入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

⑧入学後、「地域医療リーダーズコース」を受講する者とする。

出願要件（※1）

茨城県内の高等学校等※1を2023年3月卒業（修了）あるいは2024年3月卒業（修

了）見込みの者、または保護者が茨城県内に居住（本学出願期間の最終日において茨城

県内に3年以上居住している者とする）しており、茨城県外の高等学校等を2023年3月卒

業（修了）あるいは2024年3月卒業（修了）見込みの者（文部科学省認定の在外教

育施設にあっては、2022年度以降に修了した者）で次の①～⑦の要件を全て満たす者とす

る。

※１　高等学校等とは、「高等学校」、「中等教育学校」、「通常の課程による12年の学校

教育」、「専修学校の高等課程※2」を指す。

※２　「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る）で文部　 　科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣

が定める日以後に修了した者または修了見込みの者を指す。

①卒業後直ちに、茨城県知事の定める医療機関において一定期間医師の業務に従事し、

地域医療に貢献できることが確約できる者とする。

②高等学校等の調査書全体の評定平均値が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成績、

人物に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2024年3月卒業（修了）見込みの者に

ついては、第3学年第１学期までの調査書全体の評定平均値を用いる。

③出願前に茨城県が実施する茨城県地域医療医師修学資金貸与制度に応募をし、かつ

県の実施するeラーニングシステムを受講した者。

④合格後に茨城県が作成したキャリア形成プログラムに基づき診療に従事するとの契約を締結

する者とする。

⑤合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑥入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

（診療科の選定

（推奨）がある場

合）その診療科名

診療科の選定の

有無
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②令和６年度に実施する地域枠学生(令和７年入学)の選抜について、下記をご記入ください。複数種類の選抜を行っている場合には、それぞれご記入ください。

また、参考としてPRのために作成した文書（リーフレット，ホームページ，テレビ，新聞，雑誌等）の写しをご提出ください。

募集人数

うち臨時定員分

学校推薦型選抜

（茨城県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
8 5

無

H22

学校推薦型選抜

（新潟県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
3 3

有（推奨） 内科、総合診

療科等

R3

学校推薦型選抜

（埼玉県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
2 2

無

R4

選抜方式

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

高等学校、中等教育学校、通常の過程による12年の学校教育、または専修学校の高等課

程＊を2024年3月卒業（修了）あるいは2025年3月卒業（修了）見込みの者（文部

科学省認定の在外教育施設にあっては、2023年度以降に修了した者または2025年3月

31日までに修了見込みの者）で次の①～⑦の要件を全て満たす者とする。

＊「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者または修了見込みの者を指す。

①卒業後直ちに、茨城県知事の定める医療機関において一定期間医師の業務に従事し、

地域医療に貢献できることが確約できる者とする。

②高等学校等の調査書全体の学習成績の状況が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成

績、人物に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2025年3月卒業（修了）見込みの

者については、第3学年第１学期までの調査書全体の学習成績の状況を用いる。

③出願前に茨城県が実施する茨城県地域医療医師修学資金貸与制度に応募をし、かつ

県の実施するeラーニングシステムを受講した者。

④合格後に茨城県が作成したキャリア形成プログラムに基づき診療に従事するとの契約を締結

する者とする。

⑤合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑥入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

⑦入学後、「地域医療リーダーズコース」を受講する者とする。

診療科の選定の

有無

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

高等学校、中等教育学校、通常の課程による12年の学校教育、または専修学校の高等課

程＊を2024年3月卒業（修了）あるいは、 2025年3月卒業（修了）見込みの者（文

部科学省認定の在外教育施設にあっては、2023年度以降に修了した者または2025年3月

31日までに修了見込みの者)で、次の①～⑧の要件を全て満たす者とする。

＊「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者または修了見込みの者を指す。

①埼玉県の地域医療に貢献する意欲を有する者とする。

②医師免許を得た後、直ちに奨学金貸与期間の1.5倍の期間、特定地域の公的医療機関

に医師として引き続き勤務（特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研修病院

で臨床研修を受講する場合を含む）または特定診療科等（埼玉県内の病院の産科、小児

科、救命救急センター）に医師として勤務する意志のある者とする。

③高等学校等の調査書全体の学習成績の状況が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成

績、人物に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2025年3月卒業（修了）見込みの

者については、第3学年第１学期までの調査書全体の学習成績の状況を用いる。

④埼玉県が設定する奨学金の受給を希望する者とする。

⑤埼玉県が作成したキャリア形成プログラムに基づき診療に従事する意志を有する者とする。

⑥合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑦入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

⑧入学後、「地域医療リーダーズコース」を受講する者とする。

埼玉県の実情を踏

まえ、診療科偏在

の解消とともに、地

域偏在の解消にも

寄与するよう、診療

科のみの制限は行

わない。

入試区分 選抜方法（※1） 出願要件（※1） 開始年度 備考

（診療科の選定

（推奨）がある場

合）その診療科名

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

高等学校、中等教育学校、通常の課程による12年の学校教育、または専修学校の高等課

程＊を2024年3月卒業（修了）あるいは、 2025年3月卒業（修了）見込みの者（文

部科学省認定の在外教育施設にあっては、2023年度以降に修了した者または2025年3月

31日までに修了見込みの者)で、次の①～⑧の要件を全て満たす者とする。

＊「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者または修了見込みの者を指す。

①新潟県の地域医療に貢献する意欲を有する者とする。

②卒業後直ちに、新潟県内の指定された医療機関において９年間勤務する意志のある者と

する。

③高等学校等の調査書全体の学習成績の状況が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成

績、人物に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2025年3月卒業（修了）見込みの

者については、第3学年第１学期までの調査書全体の学習成績の状況を用いる。

④新潟県が設定する修学資金を受給する者とする。

⑤在学中は、新潟県のキャリア形成卒前支援プランに基づき、県内での実習等に参加するとと

もに、卒業後は、新潟県のキャリア形成プログラムに基づき診療に従事する意志を有する者と

する。

⑥合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑦入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

⑧入学後、「地域医療リーダーズコース」を受講する者とする。

診療科の限定はし

ないが、特に地域

医療に貢献できる

内科・総合診療科

等を推奨する。

名称
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学校推薦型選抜

（群馬県地域

枠）

（ⅰ）学校推薦

型選抜

別枠（先行

型）
2 2

有（推奨） 産婦人科、小

児科、外科、救

急科、脳神経

外科、総合診

療科

R6

合計 15 12

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

（※1）貴大学において、PRのために作成した文書（リーフレット，ホームページ，テレビ，新聞，雑誌等）に記載の内容（貴大学において作成予定の学生募集要項に記載予定の内容）をご記入ください。

入学者の選抜は、書類審査（調査書、志望の動機、高等学校長の推薦書、中

学からの学歴及び職歴(予備校含む)）および本学で実施する基礎学力検査、

小論文、面接の評価を総合的に判定して合格者を決定します。

高等学校、中等教育学校、通常の課程による12年の学校教育、または専修学校の高等課程＊を

2024 年3月卒業（修了）あるいは、 2025年3月卒業（修了）見込みの者（文部科学省認定の

在外教育施設にあっては、2023 年度以降に修了した者または2025年3月31日までに修了見込みの

者)で、次の①～⑧の要件を全て満たす者とする。

＊「専修学校の高等課程」（修業年限が3年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者または修了見込みの者を指す。

①群馬県の地域医療に貢献する意欲を有する者とする。

②医師免許を得た後、直ちに修学資金貸与期間の3分の5に相当する期間（10年間＝従事必要期

間）を群馬県内の特定病院において、卒後臨床研修および診療業務に勤務する意思のある者とす

る。

※従事必要期間（10年間）のうち、臨床研修修了後の4年間以上は、群馬県保健医療計画に明

記される医師不足地域の特定病院または特に不足する診療科のうちから被貸与者の意見を聴取の

上、群馬県知事が指定する特定病院または診療科に勤務する事とする（へき地医療拠点病院または

へき地診療所に勤務する場合は3 年間以上）。

③高等学校等の調査書全体の学習成績の状況が4.0以上であり、かつ学習態度、学習成績、人物

に優れ、学校長が推薦した者とする。ただし、2025年3月卒業（修了）見込みの者については、第3

学年第１学期までの調査書全体の学習成績の状況を用いる。

④群馬県からの修学資金貸与を希望する者とする。

⑤従事必要期間（10年間）は、勤務する時点の群馬県地域医療支援センターが用意する「ぐんま地

域医療リーダー養成キャリアパス」に参加する意志を有する者とする。

⑥合格した場合に入学を確約できる者とする。

⑦入学前準備教育を受講し、課題を提出する者とする。

⑧入学後、「地域医療リーダーズコース」を受講する者とする。

人数の指定なし
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１－２．教育内容

②（過去に地域枠を設定したことがある場合）これまでの取組・実績を、3～5行程度で簡潔にご記入ください。

③上記①の教育内容（正規科目）について、講義・実習科目内容をご記入ください。また、参考としてシラバスの写しをご提出ください。

地域枠学生 その他の学生

第３学年
医療プロフェッショナリ

ズムⅡ
全員 必修 必修 講義 1

第３学年 地域医療実習 全員 必修 必修 実習 2

第４学年 医学・医療と社会Ⅱ 全員 必修 必修 講義 1

第４・５学年
臨床医学Ⅲ(地域

診療コース)
全員 必修 必修 実習 2

第1学年～第5

学年

地域医療リーダーズ

コース
全員 必修 選択 実習 0.5

※空欄がある場合は、何も記入せずそのままにご提出ください。

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学生を「地域枠学生」「全員」のうちから選択ください。（地域枠学生の希望者のみの場合は、対象者を「地域枠学生」、必修／選択の別を「選択」とご記載ください。）

開始年度

H28

H28

H29

第３学年では、「医療プロフェッショナリズムⅡ」で地域医療における医師の活動から将来

のキャリア像を明確にし、第４学年の「医学・医療と社会Ⅱ」で、地域医療における医師

の役割、保健医療政策の決定過程を包括的に学ぶ。臨床実習では、①第3学年の

「地域医療実習」は、新宿区地域医療に関する課題を保健所医師からの講義を受け、

その上で各診療所の実習を通してその課題を考える構成としており、②第4～5学年の

「臨床医学Ⅲ(地域診療コース)」では、地域の診療所・病院で、診療に加え、在宅医

療などに可能な限り診療参加型の実習を実施している。一方で、令和4年度からは少

人数ゼミ形式の「地域医療リーダーズコース」を地域枠の学生と希望者に実施している

（単位認定は行うものの、進級・卒業要件には含まない自由選択科目）。第1～第5

学年を通して、夏・秋・春の休みの期間に、出身県の診療所・病院実習と、その前後の

講義を設けている。受講者は5年間の学びをeポートフォリオに記録することにより、出身

県の地域医療の具体的な課題、現在の活動の状況、多職種連携における医師の役

割、また将来のあるべく解決法を段階的に深く学ぶことができ、将来の地域医療のリー

ダーを育成することを目指している。これらの課程を通して、出身県から離れても、出身県

の地域医療の現状と課題を、より俯瞰的に考察できる能力をみにつけるような工夫をし

ている。

対象学年 講義・実習名
対象者

（※1）

必修／選択の別
講義／実習の別

単位

数

H29

R4

（参考：記入例）

1～2年次には、「○○」という科目を開講するとともに「△△」を必修化し、～～を学んでいる。3～4年次には、××実習を行い、～～を学んでいる。また

キャリア支援として□□を実施している。令和７年度からは、■■を新たに開始するなど、～～を図ることとしている。

（参考：記入例）

平成○年度から地域枠による増員を開始し、□□、■■などの取組を行ってきた。令和６年度までに△名の地域枠学生を確保し、そのうち▲名が現在

～～として地域医療に貢献している。

①地域枠学生が卒後に勤務することが見込まれる都道府県での地域医療実習など、地域医療を担う医師養成の観点からの教育内容の概要（令和７年度）について、5～6行程度で簡潔にご記入ください。

平成22年度から地域枠による増員を開始し、県と連携しながら地域枠入学者をサポー

トしてきており、令和4年度より自由な学び系科目「地域医療リーダーズコース」でより深く

地域医療を学ぶ機会を設けている。現在、在籍中の地域枠入学者64名のうち、38名

が本コースを受講している。なお、本学を卒業した55名が県知事が指定した医療期間に

従事し、地域医療に貢献している。

57



④大学の正規科目以外で、提供する地域医療教育プログラムがあれば、その内容をご記入ください。

対象学年 プログラム名
対象者

（※1）

期間

（例：○週間）
開始年度

（※1）対象者は、当該講義・実習を受講可能な学生を「地域枠学生」「全員」のうちから選択ください。
※該当がない場合は、何も記入せずにご提出ください。

⑤上記③④以外に、地域医療を担う医師の養成に関する取組等があれば、簡潔にご記入ください。（令和５年度以前から継続する取組を含む）（1～2行程度）

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

都道府県との連携 プログラムの概要（1～2行程度）

取組の名称 取組の概要（1～2行程度） 開始年度
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２．都道府県等との連携

月額 総貸与額
大学の関与の

有無 (※1）

茨城県 5 新入生 250,000 18,000,000 × 無

新潟県 3 新入生 300,000 21,600,000 ×

有（推奨）

内科・総合診療科

等

埼玉県 2 新入生 200,000 14,400,000 × 無

群馬県 2 新入生 250,000 18,000,000 ×

有（推奨） 産婦人科、小児

科、外科、救急

科、脳神経外科、

総合診療科

 (※1）診療科の限定または推奨がある場合は、備考欄に詳細をご記入ください。
※該当がない場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

②その他、都道府県と連携した取組があれば、簡潔にご記入ください。（例：在学中の学生に対する都道府県と連携した相談・指導、卒後のキャリアパス形成等に対する支援）（1～2行程度）

※空欄がある場合は、何も記入せずにそのままご提出ください。

奨学金の設定

主体
貸与人数

取組の概要（1～2行程度） 開始年度
キャリア形成支援、個別面談の実施

（茨城県）

茨城県地域医療支援センターキャリアコーディネーター等による在学中の学生および卒業医師を対象とした進路指導・個別面談の実

施
H24

返還免除要件

大学を卒業後、1年6カ月以内に医師免許を取得し、直ちに県の指定する医療機

関で9年間（臨床研修期間を含む）を医師として業務に従事した場合。

従事期間のうち、臨床研修終了後の７年のうち4.5年は「医師不足地域の医療

機関」で勤務すること。

①都道府県が設定する奨学金について、以下をご記入ください。併せて、都道府県が厚生労働省に提出する予定の地域の医師確保等に関する計画及び「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成元年法律第64号）第４条に規定する都道府県計画等に位置づけることを

約束する文書を添付して下さい。

なお、複数の奨学金を設定している場合は、それぞれ記入ください。

貸与対象

貸与額　（例：200,000）

取組の名称

備考

大学における選抜前に、県において、地域枠制度の理

解徹底を目的とした「eラーニング」を全出願者に対して

実施。

診療科の限定はしないが、特に地域医療に貢献できる

内科・総合診療科等を推奨する。

埼玉県の実情を踏まえ、診療科偏在の解消とともに、

地域偏在の解消にも寄与するよう、診療科のみの制限

は行わない。

人数の指定なし

診療科の選定の有無

（診療科の選定

（推奨）がある場

合）その診療科名

新潟県地域医療夏季実習 地域医療実習を通じて、県内の地域医療の現状や重要性について学習する R3

キャリア形成支援、個別面談の実施

（埼玉県）

埼玉県地域医療教育センターキャリアコーディネーター等による在学中の学生および卒業医師を対象とした進路指導・個別面談の実

施
R4

選抜時期

選抜方法

④その他（備考

欄に記入）

③地域枠入学者

であれば別途選

抜を実施せず貸

与

③地域枠入学者

であれば別途選

抜を実施せず貸

与

③地域枠入学者

であれば別途選

抜を実施せず貸

与

地域枠等委員会の設置 地域枠に関する事項についての協議・情報交換（茨城県および東京医科大学の関係者が委員として出席） H26

医師免許：大学を卒業した後、２年以内に医師の免許を取得すること。臨床研

修：医師免許取得後、直ちに、新潟県内の臨床研修病院で臨床研修に従事す

ること。勤務する医療機関の指定等：臨床研修修了後、直ちに指定する医療機

関に勤務すること。指定する医療機関は、医師の確保を特に図るべき区域などの病

院等となる。（注１・注２）ただし、救急医療の確保等特段の理由がある場合

は、上記以外の医療機関を指定することがある。注１：医師の確保を特に図るべ

き区域などとは、新潟県医師確保計画に定めた医師少数区域などの地域をいい

う。注２：なお、義務年限に含まれるキャリア形成のための後期研修（２年間）

は、原則として新潟大学医歯学総合病院又は専門研修の基幹施設で行うことと

なるので、この限りではない。義務年限：９年間（臨床研修を含む）義務年限の

進行の停止：義務履行期間中の出産、県外・海外研修などやむを得ない理由に

より指定医療機関等での勤務が困難になった場合は、事前に承認を得ることで義

務年限の進行を停止することができる。この場合、停止した期間は義務履行年限

には算入されない。地域医療実習：新潟県内で夏季休暇等を利用して行う地域

医療に関する実習（２～３日間程度）に毎年（１年生～５年生まで）必ず

参加すること。本人の死亡等：修学中もしくは義務履行期間中に本人が死亡した

とき、又は義務履行期間中に業務に起因する心身の故障のため、業務を継続する

ことができなくなったときは、月額貸与金の返済債務の全額を免除する。

・医師免許取得後、直ちに奨学金貸与期間の1.5倍の期間、特定地域の公的医

療機関に医師として勤務（特定地域の公的医療機関以外の埼玉県内の臨床研

修病院で臨床研修を受講する場合を含む）または特定診療科等（埼玉県内の

病院の産科、小児科、救命救急センター）に医師として勤務したとき奨学金の返

還が免除される。
医師免許を得た後、直ちに修学資金貸与期間の3分の5に相当する期間（10年

間＝従事必要期間）を群馬県内の特定病院において、卒後臨床研修及び診療

業務に勤務すること。

※従事必要期間（10年間）のうち、臨床研修修了後の4年間以上は、勤務す

る時点の群馬県保健医療計画に明記される医師不足地域の特定病院又は特に

不足する診療科のうちから被貸与者の意見を聴取の上、群馬県知事が指定する

特定病院又は診療科に勤務する事とする（へき地医療拠点病院又はへき地診療

所に勤務する場合は3年間以上）。
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３．その他
１～２に記入したもの以外で、その他、地域の医師確保の観点から大学の今後の取組があれば、簡潔にご記入ください。（1～3行程度）

特に、都道府県からの奨学金の貸与を受ける者、地域枠入学者を確保するために貴大学で取り組まれていることや今後の取組み予定がありましたら、ご記入ください。

・県主催の大学入試等説明会に参加し、地域枠受験者の増加及び入学者の確保に

努めている

・新潟県に関しては、県内の高校を医学科長とともに訪問し本学の周知活動を行う一

方で、現場の声を聞き、入試のあり方や地域医療教育の取り組みについて見直しを行っ

ている

・本学主催のオープンキャンパスに県の担当者を直接招き、各県の地域枠制度に関する

説明会を開催している

・県と連携し、長期滞在型臨床実習を実施計画中である
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学生の確保の見通し等を記載した書類 

（１）学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況

①学生の確保の見通し

ア．定員充足の見込み

 収容定員に係る学則変更を申請する医学部医学科は、入学定員は医学科 120 名です。

なお、地域の意志確保のための定員（茨城県・新潟県・埼玉県・群馬県）12名につい

ては、当該県出身者に限定せず、全国から広く募集することにより多くの志願者を得

ることができ、定員を充足できると考えます。 

イ．定員充足の根拠となる客観的なデータの概要

 本学科の過去 7年間の入学志願状況は、入学試験志願者数推移（資料 1）のとおりと

なっています。 

 令和元年度は、不適切入試の件で志願者が一時的に大幅に減じたものの、令和 3 年

度から令和 6 年度にかけては順調に志願者数が増加しております。また、令和 6 年度

は、一般選抜 13.0 倍、共通テスト利用入試 13.8 倍、学校推薦型選抜 5.9 倍の実質倍

率となり、入学生の質も確保できており安定的に定員を充足することができると考え

ています。 

ウ．学生納付金の設定の考え方

 本学の授業料等の納付金の 6 年間の総額は、全国の 31 医科大学の中で 11 番目程度

に位置しており、充分な志願者を見込むことができると考えます。 

また、令和 4 年度からは、本学科の初年度納付金が高額であったため、保護者の学

資の負担が大きいと考え、6年間の総額を変更せず、初年度の納付金を抑える変更を行

うことにより志願しやすくなるように改定しました。 

②学生確保に向けた具体的な取組状況

  各地域枠の該当県と協力した上で県内の高校への説明、周知を行っています。特に令

和 6年度入試で前年度より志願者数が少なかった新潟県においては、新潟県内の高校 10

校を訪問し本学の認知を高めるとともに、現場の声を直接聞くことで新たな視点をもち、

制度の見直しや改善を行っています。また、県内外の医学部志望の高校生にはダイレク

トメールや各種進学情報媒体を活用した広報活動を行っています。また、対面型のオー

プンキャンパスを実施し、医療体験イベントや学生主体の個別相談会等を通じて本学の

魅力を発信しています。加えて、学外で開催されている全国の各種進学ガイダンス・説

明会にも積極的に参加しています。 

これらにより県内はもとより、県外からも志願者を期待することができ、充分な志願
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者を確保するとともに、募集定員を充足できると考えています。 

（２）人材需要の動向等社会の要請

①人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要）

建学の精神は、「自主自学」であり、校是として「正義・友愛・奉仕」を掲げています。

アドミッションポリシーにもあるように、自ら積極的に学ぶ意欲があり、社会に貢献しよ

うとする熱意のある人を求めています。 

6 年間のカリキュラムは、自主性を重んじた教育を実践し、課題解決型の授業を取り入

れることで、自ら考え、問題解決ができる総合的な力を養います。科目・実習配置では次

の 2点が特色です。 

①第 1 学年から臨床医学を導入し、第 1,2 学年では基礎医学統合演習の科目を設け、臨床

症例を基礎医学の概念で考える機会を提供しています。 

②地域枠学生に必須の自由な学び系科目「地域医療リーダーズコース」では地域医療の知

識や理解を深める授業となっており、第 3,5 学年の都市型地域医療実習と合わせて、地域

包括医療への複眼的視点を獲得できるような構成としています。 

このような教育を通じて、自ら学んだ知識と知恵を駆使し、高い倫理観に基づいて、患

者さん一人ひとりを尊重し最善の道を探求し続けること、すなわち本学のミッションであ

る「患者と共に歩むことのできる医療人」に成長してもらいたいと考えています。 

②上記①が社会的、地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠

本学の教育プログラムは、①低学年から臨床医学を導入し、基礎医学と臨床医学を統合

するものであり、ベッドサイドで疾患症候の病態を考えることを目指し、また、②地域医

療リーダーズコースでの学びと、第 3,5 学年の地域医療実習を段階的に履修することで、

疾患が生物学的要因だけではなく、社会的要因で影響を受けることを、実地から学ぼうと

企図しているものです。この①と②の視点は、地域医療を担う人材として必須の能力（コ

ンピテンス）を養うものとなっています

また、開学以来、多くの優れた医師を輩出しており、今後も社会の要請に対して地域に

貢献する医師を輩出し続けていくことが本学の使命であると考えています。 
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

一般 2,940 966 1,916 1,765 2,173 2,537 2,797

共通テスト利用(センター) 922 347 700 537 503 769 824

一般公募推薦 116 95 83 97 87 97 99

茨城県地域枠 20 15 15 22 29 23 28

山梨県地域枠 9 5 3 5 6 ― ―

新潟県地域枠 ― ― ― ― 8 15 5

埼玉県地域枠 ― ― ― ― ― 16 14

全国ブロック別 ― ― ― ― ― ― 82

計 4,007 1,428 2,717 2,426 2,806 3,457 3,849

（資料1）
東京医科大学

入学試験志願者数推移
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フリガナ

氏名
＜就任（予定）年月＞

学長
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
宮澤　啓介

＜令和6年9月＞
医学博士

東京医科大学 学長
(令和6.9～令和9.8)

現　職
（就任年月）

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本産業規格Ａ４横型）

教 員 名 簿

学 長 又 は 校 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）
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